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第１章 基本的事項

第１節 地域推進方針作成の趣旨

○ 本道では、医療機関の機能分担と連携を図り、地域医療の体系化を推進し、

良質で切れ目のない医療を効率的かつ継続的に提供する体制の整備のため、平成

20年３月及び平成30年３月に北海道医療計画（以下、「道計画」という。）を策

定しました。

○ この道計画においては、計画の中核をなす疾病・事業それぞれの医療連携体

制の構築とその推進について、地域単位で保健所が市町村、医療機関、関係団体、

道民等とともに取組む必要があることから、道計画の策定に合わせ、上川北部圏

域において、地域の実情に応じた医療連携体制を構築し、円滑に推進するための

方針として、「上川北部地域推進方針」を作成し、また、道計画を平成25年３月

及び令和３年３月に一部改訂したことにより、同地域推進方針についても、平成

25年度及び令和３年度に見直しを行っています。

○ 現行の地域推進方針の期間は、道計画と同様におおむね６年間としていること

から、令和６年度を始期とする新たな道計画の策定と合わせ、第二次医療圏ごと

に設置している保健医療福祉圏域連携推進会議及び専門部会において、現行の地

域推進方針における目標の達成状況や施策の進捗状況の評価などを行い、５疾病

・６事業及び在宅医療それぞれに係る医療連携体制を構築し、円滑な推進を図る

ため、上川北部圏域における地域推進方針を作成することとしました。

なお、これまで別冊としていた外来医療計画に係る外来医療機能及び対応方針

についても地域推進方針において作成することとしました。

第２節 地域推進方針の名称

第二次医療圏の名称を冠し、「北海道医療計画［上川北部地域推進方針］」と

します。

第３節 地域推進方針の期間

道計画の期間に合わせ、令和６年度から令和11年度までの６年間とします。

ただし、道計画は、在宅医療その他必要な事項については、３年ごとに調査、

分析及び評価などを行い、必要がある場合は計画を変更するものとしていますの

で、地域推進方針についても同様の取扱いとします。

第１章 基本的事項
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第４節 地域の現況

第１ 地勢と交通

１ 地理・地勢

○ 天塩川流域を抱える上川北部圏域は、上川総合振興局管内の最北部に位置して

います。合併と分離の変遷を経て、現在は士別市、名寄市、和寒町、剣淵町、下

川町、美深町、音威子府村、中川町の２市５町１村で構成されています。平成17

年４月に「市町村の合併の特例等に関する法律」が施行され、国と道は、広域的

で効率的な行財政運営を図ることを目指して、地方分権に基づく自主的な市町村

合併を推進してきました。

こうした中で、上川北部圏域では、平成17年９月に士別市と朝日町が合併して

士別市に、平成18年３月に名寄市と風連町が合併して名寄市になりました。隣接

する二次医療圏としては、南は上川

中部、北に宗谷、西に留萌、東に遠

紋の４圏域に接しており、４圏域の

中心都市には、旭川市、稚内市、留

萌市、紋別市があります。特に旭川

市は道北の中心都市であり、行政、

保健・医療・福祉などの各分野にお

いて当圏域と密接な関係にあります。

○ 天塩岳道立自然公園をはじめとし

た数多くの自然が残されている上川

北部圏域は、面積が4,197.18㎢と全

道の５％を占め、ほぼ福井県の面積

に匹敵し、東西に55㎞、南北に140㎞

の広大な圏域となっています。

２ 気象・災害

○ 上川北部圏域の気象は日本海側気候に属し、内陸部に位置していることから、

冬季の寒さは非常に厳しい一方、夏季は真夏日を観測する日も多く、気温の年較

差が大きく、また、道内でも雪の多い地帯となっています。

○ 上川北部圏域は、以前、台風や集中豪雨による河川の氾濫が多く、家屋の流出

や道路・橋梁の決壊、田畑の冠水埋没など災害が数多くありましたが、主要河川

の治水事業が進められてきたことにより、最近では大きな水害の発生は見られて

いません。比較的自然災害の少ない地域であるといえますが、平成３０年９月の

北海道胆振東部地震においては、震度１～震度４を観測し、また、令和４年８月

には、宗谷地方北部を震源とする地震が発生し、中川町で震度５強が観測される

など、災害に対する備えが必要となっています。

３ 交通

○ 上川北部圏域は、旭川市を起点とする国道40号線とＪＲ宗谷本線が並行して稚

内市まで縦貫しており、圏域内外を連絡する重要な幹線となっています。下川町

方面は興部町を経て網走市に至る国道239号線で名寄市につながっています。名

上川北部医療保健福祉圏

至 稚内

至 浜頓別

宗谷圏

留萌圏
至 雄武

遠紋圏

至 興部
↓
紋別

至 滝上

至 旭川
至 愛別

至 苫前

４０

２３９
２３９

士別市

名寄市
下川町

２７５

４０

２７５

上川中部圏

美深町

音威子府村中川町

剣淵町

和寒町
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寄市から各市町村までの車による移動距離と所要時間は次のとおりです。冬季間

は積雪のため、約1.3～1.5倍の所要時間が必要です。

77km 40km 31km 22km 21km 51km 84km

旭川市 ← 和寒町 ← 剣淵町 ← 士別市 ← 名寄市 → 美深町 → 音威子府村 → 中川町

１時間32分 48分 37分 26分 ↓ 25分 １時間１分 １時間41分

18km 下川町 22分

時速50キロ走行で計算

○ 上川北部圏域の高速道路については、札幌・旭川と結ぶ道央自動車道路が「士

別剣淵インターチェンジ」までつながっており、名寄市徳田から美深町まで高規

格幹線道路が供用されていますが、士別・名寄間は一般道しかありません。

なお、音威子府村から中川町に至る国道において、令和７年度に音威子府バイ

パスの開通が予定されており、交通安全性の向上と移動時間の短縮が期待されま

す。

○ 上川北部圏域における公共交通機関としては、鉄道は下川町を除く７市町村に

ＪＲの停車駅があり、圏域内外を連絡しています。また、都市間バスは名寄・札

幌間を運行しています。圏域内を結ぶ公共交通機関としては、名士バス、ＪＲ北

海道バス、士別軌道バス、道北バスが運行し、住民の交通手段として重要な役割

を担っています。圏域内の市町村と札幌・旭川間のＪＲによる所要時間は次のと

おりです。

和寒町 剣淵町 士別市 名寄市 下川町 美深町 音威子府村 中川町

旭川 28分 57分 40分 54分 １時間 １時間 １時間 ２時間

22分 15分 47分 19分

札幌 １時間 ２時間 ２時間 ２時間 ２時間 ２時間 ３時間 ３時間

58分 22分 10分 24分 52分 45分 11分 50分

※特急利用による最短時間で計算

※剣淵町は、剣淵・旭川間は快速列車、旭川・札幌間は特急利用

※下川町は、下川・名寄間はバス（所要時間28分）、名寄・旭川・札幌間は特急利用

第２ 人口の推移

１ 人口構造

（人 口）

○ 令和２年国勢調査では、上川北部圏域の総人口は60,763人で、北海道の総人口

の1.2％となっています。国勢調査による人口の推移では、出生数の低下による

自然減と人口の流出による社会減により、昭和40年以降減少が続いています。

○ 国立社会保障・人口問題研究所による将来推計人口（令和５年推計）では、

上川北部圏域の総人口は令和17年（2035年）には約46,000人、令和32年（2050年）

には約33,100人と推計されています。

○ 上川北部圏域は、面積が北海道の５％を占めていますが、総人口は1.2％に過

第１章 基本的事項
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ぎません。人口密度が低く、集積度も低いことから、医療資源を含めた社会資源

を地域に均等に整備することが困難な状況にあります。

【上川北部圏域の人口推移と将来人口推計】

＊国勢調査及び国立社会保障・人口問題研究所による推計

（年齢三区分別構成割合）

○ 上川北部圏域では、平成７年国勢調査において初めて65歳以上人口割合が年少

人口割合（15歳未満）を上回って以降、65歳以上人口割合は年々増加しており、

令和２年は37.1％となっています。

○ 将来推計人口において、年少人口割合及び生産年齢人口割合（15～64歳）は減

少傾向にある一方で、65歳以上人口割合は増加する傾向にあり、令和17年（2035

年）には40.1％、令和32年（2050年）には44.4％になると推計されています。
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【上川北部圏域の年齢三区分構成比較（将来推計）】

＊国勢調査及び国立社会保障・人口問題研究所による推計

（世帯数）

○ 令和２年国勢調査では、上川北部圏域の一般世帯数は28,204世帯となっており、

一世帯当たりの人員は平均2.15人です。昭和50年の3.51人と比較すると、大きく

減少しています。その要因としては、核家族化の進行により、高齢夫婦世帯・高

齢単身世帯の割合が増加したことが考えられます。

【上川北部圏域の世帯数及び一世帯当たりの人員の推移】

昭和50年 昭和60年 平成７年 平成17年 平成27年 令和2年

世帯数(上川北部) 32,819 32,776 31,235 30,735 29,340 28,204

一世帯当たりの人員(上川北部) 3.51 3.11 2.75 2.47 2.15 2.15

一世帯当たりの人員(全道) 3.29 2.94 2.60 2.36 2.13 2.11

＊国勢調査

【上川北部圏域の世帯数及び一世帯当たり人員の推移】
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２ 人口動態
（出生数及び出生率）

○ 上川北部圏域における令和４年の出生数は273人、出生率（人口千対）は4.6と

減少が続いており、平成２年と比較すると67.6％の減となっており、減少傾向は

たいへん顕著なものとなっています。

○ 上川北部圏域における令和４年の合計特殊出生率＊は1.18であり、全道（1.12）

を上回っていますが、全国（1.26）を下回っています。

上川北部圏域の出生数及び出生率の推移】

【上川北部圏域の出生数及び出生率の推移】

平成2年 平成7年 平成12年 平成17年 平成22年 平成27年 令和2年 令和4年

出生数 834 724 645 554 457 413 305 273

出生率 9.0 9.0 7.9 7.3 6.4 6.2 5.2 4.6

＊人口動態統計及び北海道保健統計年報

（死亡数）

○ 上川北部圏域における令和３年の死亡数は943人です。高齢化の進展に伴い、

死亡数は増加傾向にあります。

【上川北部圏域における死亡数の推移】

＊合計特殊出生率：一人の女性が生涯に産む子どもの数に近似する指標
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第１章 基本的事項

○ 上川北部圏域における令和３年の死因を見ると、28.0％ががんのために死亡し

ており、心疾患の14.6％、老衰の13.5％が続いています。

なお、中間見直しの時点で11.0％であった肺炎については、5.2％と低くなっ

ております。

【上川北部圏域における主な死因別割合（令和３年）】

＊人口動態統計

○ 上川北部圏域における周産期死亡＊１数、乳児死亡＊２数は減少傾向にあり、

令和２年の周産期死亡数及び乳児死亡数は０人となっています。

【上川北部圏域における周産期死亡数と乳児死亡数の推移】

＊人口動態統計

＊１ 周産期死亡：妊娠満２２週以後の死産と早期新生児死亡（生後７日未満の死亡）をいう。

＊２ 乳児死亡：生後１年未満の死亡をいう。
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○ 上川北部圏域では、令和３年の死亡者の85.2％に当たる803人が病院で、7.8％

に当たる73人が自宅で、死亡しています。

【上川北部圏域の死亡場所別死亡数（令和３年）】

総 数 病 院 診療所 介護老人 老 人 自 宅 その他

保健施設 ホーム

総数 943 803 4 3 53 73 7

(再掲)悪性新生物 528 484 2 - - 34 2

(再掲)心疾患 137 274 2 4 14 22 2

(再掲)脳血管疾患 136 122 2 - 4 8 -

＊人口動態統計

第３ 住民の健康状態

１ 生活習慣の状況

（運動習慣の状況）＊１

○ 北海道では、運動習慣があると回答した者の割合は、20歳以上の男性では28.8

％、20歳以上の女性では26.9％と、平成28年度調査から減少しており、新型コロ

ナウイルス感染症による外出自粛等の影響がうかがえます。

（食生活の状況）＊１

○ 北海道では、バランスのとれた食事をしていると回答した者の割合は、20歳以

上の男性では28.8％、20歳以上の女性では37.8％となっており、年代が上がるに

つれ、その割合は増加傾向にあります。

○ １日当たりの習慣的な食塩摂取量については、20歳以上の男性では平均14.4g、

20歳以上の女性では平均11.6gとなっています。

（休養）＊１

○ 北海道では、睡眠による休養が「あまりとれていない」「まったくとれていな

い」と回答した者の割合は、20歳以上の男性では26.8％、20歳以上の女性では27.

4％となっています。

（飲酒の状況）＊１

○ 北海道では、生活習慣病のリスクを高める飲酒をしている者（１日当たりの純

アルコール摂取量が男性40ｇ以上、女性20ｇ以上）の割合は、男性では20.5％、

女性では15.7％となっています。

（喫煙の状況）

○ 北海道では、「毎日吸っている」又は「時々吸う日がある」者の割合は、20歳

以上の男性では28.1％（全国25.4％）、20歳以上の女性では13.2％（全国7.7％）

と、男女とも全国平均と比較し高い状況ですが、減少傾向にあります。＊２

○ 喫煙経験のある未成年者（過去1か月間）の割合は、中学１年生の男子では0.3

％（全国0.1％）、女子では0.1％（全国0.1％）、高校３年生の男子では1.8％（全

国1.0％）、女子では0.4％（全国0.6％）となっています。＊３

○ 日常生活で受動喫煙の機会を有する者の割合は、家庭5.4％、職場13.3％、飲

食店17.0％となっています。＊１
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【成人の喫煙率】

平成16年 平成19年 平成22年 平成25年 平成28年 令和元年 令和4年

男 性 49.9％ 43.9％ 35.0％ 39.2％ 34.6％ 31.7％ 28.1％

女 性 22.2％ 20.6％ 16.2％ 17.8％ 16.1％ 14.9％ 13.2％

＊国民生活基礎調査

【未成年者の喫煙率】

平成24年 平成29年 令和5年

中学１年生 男 子 0.9％ 0.5％ 0.3％

女 子 0.6％ 0.2％ 0.1％

高校３年生 男 子 2.9％ 0.8％ 1.8％

女 子 1.7％ 0.5％ 0.4％

＊北海道調査（保健福祉部）

【日常生活で受動喫煙の機会を有する者の割合】

平成23年 平成28年 令和4年

公共施設 15.5％ 8.9％ －

家 庭 13.2％ 18.4％ 5.4％

職 場 36.7％ 25.2％ 13.3％

飲 食 店 44.3％ 41.7％ 17.0％

＊北海道健康増進計画

＊１ 健康づくり道民調査（令和４年）

＊２ 国民生活基礎調査（令和４年）

＊３ 令和５年北海道調査（保健福祉部）
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２ 生活習慣病の有病者・予備群の数等

（高血圧の状況）

○ 北海道では、高血圧について、「収縮期血圧の平均値」は、40～74歳男性で

128.7mmHg（全国127.3mmHg）、同女性で123.1mmHg（全国122.5mmHg）となってい

ます。＊１

○ 上川北部圏域では、「収縮期血圧の平均値」は、40～74歳男性で130.0mmHg、

同女性では126.2mmHgとなっており、いずれの値も全道を上回っています。＊１

（脂質異常の状況）

○ 北海道では、脂質異常症について、「ＬＤＬコレステロール160mg/dl以上の者

の割合」は、40～74歳男性では13.3％、同女性では13.0％となっています。＊１

○ 上川北部圏域では、「ＬＤＬコレステロール160mg/dl以上の者の割合」は、

40～74歳男性では10.9％、同女性では11.0％となっており、全道を下回っていま

す。＊１

（糖尿病の状況）

○ 北海道の令和３年度特定健診結果のHbA1c値＊２を男女別に見ると、「6.5以上（受

診勧奨判定値）」該当者は、男性は４万711人（健診受診者の10.3％）、女性は

１万6,376人（同4.7％）、「5.6％以上6.5％未満（保健指導判定値）」該当者は、

男性では14万9,238人（同37.6％）、女性は12万8,186人(同37.2％)となっており、

健診受診者の４割以上が、医療や保健指導を要する状態であると判定されていま

す。＊１

○ 上川北部圏域では、「6.5以上（受診勧奨判定値）」該当者は、男性では633人

（同11.8％）、女性は234人（同5.1％）、「5.6％以上6.5％未満（保健指導判定値）」

該当者は、男性では2,418人（同45.0％）、女性は2,183人（同47.6％）となって

おり、健診受診者の５割以上が、医療や保健指導を要する状態であると判定され

ています。＊１

（肥満の状況）

○ 北海道では、男性の肥満者（BMI25.0以上）の割合は、40～60歳代の区分で

41.8％、同女性では24.2％となっています。＊１

○ 上川北部圏域では、男性の肥満者（BMI25.0以上）の割合は、40～60歳代の区
分で44.4％、同女性では26.8％となっており、全道を上回っています。＊２

＊１ 厚生労働省「第９回ＮＤＢオープンデータ」

＊２ ＨｂＡ１ｃ（ヘモグロビンエーワンシー）：過去１～３か月の血糖値を反映した血糖値のコントロール指標
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第４ 患者の受療動向等

１ 患者の受療動向

○ 令和４年度の受療動向について、第二次医療圏ごとのデータを見ると、上川北

部圏域の入院自給率は68.6％、外来自給率は86.0％となっています。

○ 上川北部圏域に隣接する上川中部、宗谷、遠紋、留萌の４つの圏域と、北海道

で最も人口が集積している札幌圏域を見ると、札幌圏域と上川中部圏域の入院・

外来の自給率は他の圏域と比較して突出して高くなっています。

○ 上川北部圏域の流出先圏域の構成比を見ると、入院・外来ともに上川中部圏域

の割合が高くなっており、上川北部圏域が医療資源が豊富な上川中部圏域に隣接

していることが要因として考えられます。

○ 外来自給率は、他圏域と比較しても低くはありませんが、少子高齢化などを踏

まえると、移動の手段が限られる高齢者への対応が重要になります。

【入院患者の受療動向】

患者居住 圏域内 流出先圏域の構成比

圏域 自給率

上川北部 68.6% 上川中部 27.52% 札 幌 2.68% 中 空 知 0.73% そ の 他 0.50%

上川中部 97.9% 札 幌 1.30% 北 空 知 0.23% 中 空 知 0.17% そ の 他 0.37%

宗 谷 54.1% 札 幌 18.05% 上川中部 14.57% 上川北部12.49% そ の 他 0.81%

遠 紋 56.7% 北 網 19.29% 上川中部 13.19% 札 幌 5.81% そ の 他 5.04%

留 萌 56.5% 上川中部 19.32% 札 幌 16.35% 北 空 知 3.76% そ の 他 4.10%

札 幌 99.1% 後 志 0.19% 南 空 知 0.17% 東 胆 振 0.13% そ の 他 0.46%

【外来患者の受療動向】

患者居住 圏域内 流出先圏域の構成比

圏域 自給率

上川北部 86.0% 上川中部 12.58% 札 幌 1.05% 宗 谷 0.08% そ の 他 0.31%

上川中部 98.4% 札 幌 0.41% 富 良 野 0.10% 北 空 知 0.08% そ の 他 1.06%

宗 谷 82.8% 札 幌 5.80% 上川北部 5.64% 上川中部 4.36% そ の 他 1.40%

遠 紋 83.3% 北 網 9.47% 上川中部 2.80% 札 幌 2.15% そ の 他 2.33%

留 萌 85.6% 上川中部 5.45% 札 幌 4.85% 北 空 知 1.51% そ の 他 2.61%

札 幌 98.4% 南 空 知 0.23% 後 志 0.10% 東 胆 振 0.10% そ の 他 1.21%

＊ 入院患者、外来患者の受療動向：北海道医療データ分析センター事業（令和４年度受療動向）

２ 患者数

（１）１日平均外来患者数

○ 令和３年の「病院報告」（厚生労働省）によると、北海道の人口10万人当た

りの１日平均外来患者数は1,315.0人（全国990.4人）で、このうち、「一般

病院」は1,242.5人（全国945人）、「精神科病院」は72.5人（全国45.4人）とな

っており、全国平均値を上回っています。

（２）１日平均在院患者数

○ 令和３年の「病院報告」（厚生労働省）によると、北海道の人口10万人当た

りの１日平均在院患者数を病床の種類別に見ると、「一般病床」は673.3人（全
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国493.4人）、「療養病床」は317.6人（全国195.2人）、「精神病床」は317.5人

（全国215.7人）となっており、いずれも全国平均値を上回っています。

３ 病床利用率

○ 令和３年の「病院報告」（厚生労働省）によると、北海道では、病院の病床利

用率は76.1％（全国74.6％）であり、病床の種類別に見ると、「一般病床」は

66.9％（全国69.8％）、「療養病床」は84.8％（全国85.8％）となっており、全

国平均値を下回っています。

○ 上川北部圏域の令和３年の病床利用率は64.6％であり、「一般病床」は59.4％、

「療養病床」は71.4％で全国、全道の平均を下回っています。

４ 病床種類別の平均在院日数

○ 令和３年の「病院報告」（厚生労働省）によると、北海道では、病院の平均在

院日数は31.2日（全国27.5日）であり、病床の種類別に見ると、「一般病床」は

17.3日（全国16.1日）、「療養病床」は182.5日（全国131.1日）となっており、

全国平均値を上回っています。

○ 上川北部圏域の令和３年の平均在院日数は25.9日であり、「一般病床」は15.8

日、「療養病床」は125.2日となっており、全国、全道の平均値を下回っていま

す。

第５ 医療提供施設の状況

１ 病 院

○ 上川北部圏域における病院数は、令和３年３月末で、１施設が閉院となり、令

和３年10月１日現在で７か所となっています。

また、総病床数は931床で、平成４年の1,443床をピークとして減少しています。

○ 当圏域の令和２年の人口10万対病院数は、11.5であり、全道平均の10.4を上回

っています。

【上川北部圏域における病床数の推移】

総 数 一般病床 療養病床 精神病床 結核病床 感染症病床

平成元年 1,387 1,041 0 232 82 32

平成10年 1,413 1,095 23 232 63 0

平成20年 1,154 684 301 165 - 4

平成23年 1,123 663 291 165 - 4

平成26年 1,013 663 291 55 - 4

平成27年 1,013 653 301 55 - 4

平成28年 993 575 359 55 - 4

平成29年 962 544 359 55 - 4

平成30年 962 562 341 55 - 4

令和元年 961 591 311 55 - 4

令和２年 961 591 311 55 - 4

令和３年 931 561 311 55 - 4

＊北海道保健統計年報、名寄保健所調（各年10月１日現在）により病床数に増減のある年次について記載
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平成20年以降の病床数減の主な理由は次のとおりです。

20年：自治体病院の一般病床廃止で40床減

23年：自治体病院の一般病床廃止（21床減）と療養病床廃止（10床減）で総

病床31床減

26年：自治体病院の精神病床廃止で110床減

27年：自治体病院の一般病床（10床減）から療養病床（10床増）へ転換

28年：自治体病院の一般病床廃止（20床減）及び一般病床（58床減）から療

養病床（58床増）へ転換で総病床数20床減

29年：自治体病院の一般病床廃止で31床減

30年：民間病院の療養病床（18床減）から一般病床（18床増）への転換

令和元年：自治体病院の療養病床廃止（1床減）及び療養病床（29床減）から一般

病床（29床増）への転換で総病床1床減

２ 診療所

○ 上川北部圏域における一般診療所数は、令和３年10月１日現在では、無床・有

床合わせて34か所となっています。なお、一般診療所数には、診療所として届け

出のある市町村保健（福祉）センターや特別養護老人ホーム等が含まれています。

○ 全道では、無床診療所が増加し、有床診療所が減少していますが、当圏域では

無床、有床とも概ね横ばいで推移しています。

○ 令和３年の無床と有床を合わせた診療所数を人口10万対で見ると、全道の65.6

に対し、当圏域は57.4と低くなっています。

【一般診療所数の推移】

平成12年 平成17年 平成22年 平成27年 平成28年 平成29年 平成30年 令和元年

有床診療所 10 9 5 4 4 3 3 3

無床診療所 32 29 37 35 35 34 35 34

令和２年 令和３年

有床診療所 3 3

無床診療所 34 31

＊北海道保健統計年報、名寄保健所調

○ 上川北部圏域における歯科診療所数は、令和３年10月１日現在で29か所となっ

ています。29か所の歯科診療所の他に歯科を標ぼうしている一般診療所が１施設

あります。

また、歯科を標ぼうしている病院が２施設あり、計32施設で歯科診療を実施し

ています。

○ 歯科診療所数は、全道、当圏域とも減少傾向にあります。

○ 令和３年の歯科診療所数を人口10万対で見ると、全道の54.4に対し、当圏域は

48.9と低くなっています。
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【歯科診療所数の推移】

平成12年 平成17年 平成22年 平成27年 平成28年 平成29年 平成30年 令和元年

全 道 2,910 3,025 3,020 2,983 2,968 2,934 2,905 2,884

上川北部 36 37 36 38 36 34 32 32

令和２年 令和３年

全 道 2,840 2,818

上川北部 31 29

＊北海道保健統計年報、名寄保健所調

３ 助産所

○ 上川北部圏域の助産所は令和５年４月１日現在２か所ありますが、分娩を取り

扱っている助産所はありません。

４ 薬 局

○ 上川北部圏域における薬局数は、令和５年３月31日現在、22か所となっていま

す。

○ 薬局数は、北海道ではほぼ横ばいとなっておりますが、上川北部圏域では、や

や減少しています。

【薬局数の推移】

平成12年 平成17年 平成22年 平成27年 平成28年 平成29年 平成30年 令和元年

全 道 1,831 2,101 2,257 2,341 2,352 2,350 2,342 2,321

上川北部 36 37 24 28 26 26 25 26

令和２年 令和３年 令和４年 令和５年

全 道 2,333 2,331 2,325 2,339

上川北部 25 23 26 22

＊北海道保健福祉部医療政策局医療薬務課調及び北海道保健統計年報

５ 訪問看護事業所

○ 上川北部圏域における訪問看護ステーション数は、令和５年４月１日現在、５

か所となっており、保険医療機関のみなし指定事業所は35か所となっています。

○ 訪問看護事業所数は、北海道では増加傾向が続いていますが、上川北部圏域で

は、横ばいとなっています。

【訪問看護ステーション数の推移】

平成12年 平成17年 平成22年 平成27年 平成28年 平成29年 平成30年 令和元年

全 道 256 259 271 403 443 482 496 513

上川北部 1 4 4 4 4 4 6 6

令和２年 令和３年 令和４年 令和５年

全 道 540 575 625 676

上川北部 6 5 5 5

＊北海道保健福祉部福祉局高齢者保健福祉課、名寄保健所調

＊指定居宅サービス事業所（訪問看護）※保険医療機関の「みなし指定事業所」を除く。
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【保険医療機関のみなし指定事業所数の推移】

平成12年 平成17年 平成22年 平成27年 平成28年 平成29年 平成30年 令和元年

全 道 984 1,539 1,736 2,272 2,396 2,517 2,603 2,687

上川北部 0 25 27 34 34 34 34 34

令和２年 令和３年 令和４年 令和５年

全 道 2,787 2,880 2,970 3,068

上川北部 35 34 34 35

＊北海道保健福祉部福祉局高齢者保健福祉課、名寄保健所調

第６ 医療従事者の年次推移

１ 医師・歯科医師・薬剤師の状況

○ 上川北部圏域においては、医師、歯科医師、薬剤師ともに多少の増減はありま

すが、ほぼ横ばいで推移しています。

○ 令和２年の医療施設従事医師数を人口10万対で見ると、北海道の251.3に対し、

上川北部圏域では186.0と低く、地域の医師不足は深刻であり、医師確保は重要

な課題となっています。

【医師・歯科医師・薬剤師の状況】 （人）

平成18年 平成20年 平成22年 平成24年 平成26年 平成28年 平成30年 令和２年

医 師 116 120 121 115 119 125 125 117

歯科医師 45 43 44 45 44 45 43 41

薬 剤 師 86 78 84 85 86 99 100 98

＊「医師・歯科医師・薬剤師調査」（隔年12月末現在）

２ 看護師・准看護師の状況

○ 上川北部圏域においては、令和２年は看護師は641人、准看護師は189人となっ

ており、10年前の平成22年とを比較すると、看護師は128人（25.0％）の増加、

准看護師は179人（48.6％）の減少となっています。

○ 令和２年の人口10万人対の就業者数（常勤換算）について、上川北部圏域では、

看護師は1,054.9人、准看護師は311.0、全道では、看護師は1,277.3、准看護師

は285.4となっており、看護師においては全道を下回っています。

○ 高齢化の進行により看護職員の需要は増加する一方、少子化などにより人材は

不足しており、地域によっては確保に困難をきたしています。

【看護師・准看護師の状況】 （人）

平成18年 平成20年 平成22年 平成24年 平成26年 平成28年 平成30年 令和２年

看 護 師 470 482 513 550 602 626 638 641

准看護師 397 376 368 360 331 288 245 189

＊「看護師等従事者届」（隔年12月末現在）

３ 保健師・助産師の状況

○ 上川北部圏域においては、保健師、助産師ともに多少の増減はありますが、ほ

ぼ横ばいとなっています。
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【保健師・助産師の状況】 （人）

平成18年 平成20年 平成22年 平成24年 平成26年 平成28年 平成30年 令和２年

保 健 師 73 84 80 72 72 94 92 78

助 産 師 16 21 24 22 21 26 25 27

＊「看護師等従事者届」（隔年12月末現在）

４ 歯科衛生士・歯科技工士の状況

○ 上川北部圏域においては、歯科衛生士、歯科技工士ともに、多少の増減はあり

ますが、ほぼ横ばいで推移しています。

【歯科衛生士・歯科技工士の状況】 （人）

平成18年 平成20年 平成22年 平成24年 平成26年 平成28年 平成30年 令和２年

歯科衛生士 38 35 38 38 37 43 45 46

歯科技工士 17 17 16 16 13 11 11 15

＊「歯科衛生士従事者届」（各年12月末現在）

５ 主な病院従事者の状況

○ 上川北部圏域における主な医療従事者は、下表のとおりになっています。

○ 理学療法士、作業療法士はほぼ一定で推移しており、令和２年は、栄養士、

臨床工学技師は増加していますが、管理栄養士は減少しています。

【主な病院従事者の状況（常勤換算）】 （人）

平成22年 平成24年 平成26年 平成28年 平成30年 令和２年

理学療法士 21.0 20.9 27.8 31.6 28.0 28.8

作業療法士 10.0 9.0 14.0 16.0 16.0 15.0

医療社会事業従事者＊ 6.8 4.5 1.8 3.0 0.0 0.0

管理栄養士 10.0 15.0 14.0 14.0 15.0 8.4

栄養士 3.9 2.9 2.0 2.0 2.0 6.9

診療放射線技師 24.9 25.0 29.0 8.0 29.0 29.5

臨床検査技師・衛生検査技師 30.5 30.5 33.0 33.6 33.4 34.5

視能訓練士 3.0 4.0 4.6 4.0 5.0 6.6

言語聴覚士 2.0 5.0 6.0 6.0 6.0 7.6

臨床工学技師 11.0 13.0 13.0 17.0 16.0 34.5

義肢装具士 5.0 6.0 0.0 0.0 0.0 0.0

＊「医療施設静態調査（従事者票）」（各年10月末現在）

＊ 医療社会事業従事者：患者やその家族に対し疾病の治療等の妨げとなる経済的、精神的な諸問題等について相談、指導を担当

する者（例えば、生活相談員、保護相談員、ケースワーカー、セラピスト、ソーシャルワーカー、ケアマネージャー等）
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第２章

５疾病・６事業及び在宅医療のそれぞれに係る医療連携の推進

第１節 がんの医療連携体制

１ 現 状
（１）死亡の状況

○ 北海道においては、がんは昭和52年から死因の第１位であり、令和４年には

２万343人が死亡しており、死亡者数全体の27.3％（全国24.6％）を占めてい

ます。＊１

○ がんの令和４年年齢調整死亡率＊２（75歳未満）は、男性94.7（全国81.1）、

女性64.9（全国54.9）といずれも全国平均を上回っています。

○ 上川北部圏域における令和３年の人口動態調査における悪性新生物の死亡率

（10万人当たり）は、男性449.4、女性419.2であり、全道（男性460.8、女性

317.3）と比較して男性は低く、女性は高くなっています。＊３

○ 上川北部圏域においても、がんは、昭和57年から死因の第１位となっており、

令和３年には、264人（男性132人、女性132人）が死亡しており、死亡者数全

体の28.0％を占めています。

○ 部位別にみると、上川北部圏域では肺がんが50人と最も多く、次いで大腸が

ん33人、膵がん30人となっています。＊４

○ がんは、加齢により発症リスクが高まりますが、今後ますます高齢化が進行

することを踏まえると、その死亡者数は今後とも増加していくことが推測されます。

【上川北部圏域における死亡割合（令和３年）】＊３、４

【上川北部圏域における死亡者数（全体及びがん）の推移】＊３、４ （人）

＊１ 厚生労働省「人口動態統計」（令和４年）

＊２ 年齢調整死亡率：年齢構成の異なる地域間で死亡状況の比較ができるように年齢構成を調整した人口10万人当たりの死亡数。

＊３．４ 地域保健情報年報
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第２章 ５疾病・６事業及び在宅医療のそれぞれに係る医療連携の推進

平成17年 平成22年 平成27年 平成28年 平成29年 平成30年 令和元年 令和２年 令和３年

全　体 793 867 901 890 943 883 809 807 943

が　ん 207 274 277 272 301 253 233 245 264
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【上川北部圏域における死因別死亡率の推移】 （％）

＊地域保健情報年報

【上川北部圏域における部位別にみたがんの死亡別割合の推移】 （％）

＊地域保健情報年報

（２）がんの予防と早期発見

○ がんの原因は、喫煙、食生活及び運動等の生活習慣や肝炎ウイルス等の感染

症など様々なものがあり、正しい知識を広めることが重要であることから、が

ん予防に向けての普及啓発などが行われています。

○ がんは、早期に発見し治療につなげることが重要であることから、現在、市

町村事業として、肺がん、胃がん、大腸がん、乳がん及び子宮頸がんの各種検

診が行われているほか、企業における福利厚生や健康保険組合等における独自

の保健事業として、がん検診が実施されています。

○ 令和４年度の上川北部圏域のがん検診受診率は、全道と比較すると子宮頸が

んの受診率は下回っていますが、その他は全道より受診率が上回っています。
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○ また、平成27年度と比較すると令和４年度のがん検診受診率は、上川北部圏

域では、全項目低下しており、がん検診による早期発見・早期治療を進めるた

めにも受診率の向上に取り組むことが必要です。

【令和４年度がん検診受診率（北海道、上川北部）】

＊地域保健・健康増進事業報告（厚生労働省）

【上川北部圏域のがん検診受診率（平成27年度、令和４年度）】

＊地域保健・健康増進事業報告（厚生労働省）

○ ＮＤＢオープンデータ（第９回）をみると、上川北部圏域の成人の喫煙率は、

男性、女性とも全道平均より下回っていますが、全国平均を上回っています。

【喫煙率】

全 国 全 道 上川北部

男 性 32.0％ 37.2％ 35.1％

女 性 9.6％ 16.9％ 16.6％

＊第９回ＮＤＢオープンデータ（厚生労働省）

○ たばこを止めたいと願いながらたばこを止められない喫煙者には、医療機関

受診を勧める必要があります。
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○ 上川北部圏域では、士別市、名寄市、剣淵町、下川町、美深町２市３町の10

医療機関が、ニコチン依存症管理料の届出を行っており、保険適用の禁煙治療

が受けられます。

第三次 第二次 市町村 医療機関名

道 北 上川北部 士別市 士別市立あさひクリニック

医療法人社団ななかまど会 しべつ内科クリニック

士別市立上士別医院

名寄市 名寄市立総合病院

医療法人臨生会 吉田病院

医療法人社団たに内科クリニック

名寄市風連国民健康保険診療所

剣淵町 国民健康保険剣淵町立診療所

下川町 町立下川病院

美深町 JA北海道厚生連 美深厚生病院

＊ 北海道厚生局 届出受理医療機関名簿（ニコチン依存症管理料）令和６年５月１日現在

（３）がん登録

○ がんの罹患や治療後の経過等に関する情報を漏れなく収集するため、平成28

年１月から、がん登録等の推進に関する法律に基づく全国がん登録を実施して

いるほか、がん診療連携拠点病院等においては、より詳細な情報収集のため、

院内がん登録が実施されています。

（４）医療機関への受診状況

（患者調査）＊１

○ 令和２年の本道におけるがん受療率（人口10万人当たり）は、入院は122（全

国89）、外来では151（全国144）と、全国と比較して入院受療率は1.7倍高く、

外来受療率は1.0倍高くなっています。

○ がん患者の平均在院日数は、全道17.3日で、全国（19.6日）より2.3日低い

状況です。

（受療動向）

○ 上川北部圏域では、がん治療者のうち圏域内で受診している割合は、令和４

年度では入院79.4％、外来79.2％で、全道（入院89.8％、外来95.7％）と比較

して、低くなっています。

○ 当圏域などこの割合が低い医療圏については、隣接する都市部で入院する率

が高くなっています。

（５）医療の状況

○ 肺・胃・肝・大腸・乳がんを中心に、国が指定するがん診療連携拠点病院及

び地域がん診療病院並びに道が指定する北海道がん診療連携指定病院（以下「拠

点病院等」という。）において、手術療法、放射線療法、薬物療法を効果的に

組み合わせた集学的治療が実施されています。

＊１ 厚生労働省「患者調査」（令和２年）
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○ 緩和ケアについては、がんと診断された時から、治療、在宅医療など様々な

場面で切れ目なく提供されるよう、拠点病院等の体制整備を行っています。ま

た、拠点病院等において、がん診療に携わる全ての医師に対して、基本的な緩

和ケアの知識と技術を習得するための緩和ケア研修会が開催されています。

○ 道内においては、がん診療連携拠点病院が22病院、地域がん診療病院が１病

院、北海道がん診療連携指定病院が27病院指定されています。

○ 上川北部圏域では、平成25年４月に名寄市立総合病院が、「北海道がん診療

連携指定病院」に指定されており、同病院には、がん相談支援センターも開設

されています。

また、訪問看護ステーションが５施設と医療機関での訪問看護実施施設が６

施設あり、がんなどでの疼痛緩和に必要な医療用麻薬の調剤や患者宅での保管

管理・廃棄等の指導に対応できる麻薬免許を有する薬局が23施設＊１あります。

２ 課題
（１）がん死亡者数の減少

○ がんは、上川北部圏域においても死因の第１位であり、道民の健康と生命の

最大の脅威となっていることから、がん対策の総合的な推進により、死亡者数

を減少させる必要があります。

（２）がんの予防及び早期発見

○ 発がんリスクの低減を図るため、すべての道民が喫煙の及ぼす健康影響につ

いて十分に認識することが重要です。喫煙率の低下のほか、受動喫煙防止対策

の充実など、たばこ対策を一層推進することが必要です。

○ 野菜・果物不足などの食習慣もがんのリスクを高める要因とされています。

摂取量を増やすなど、食生活の改善に向けた取組を推進する必要があります。

○ 上川北部圏域では２市３町の10医療機関において、保険適用の禁煙治療を受

けられます。身近な医療機関についての情報提供を行うなど、禁煙をしたいと

願いながらニコチン依存症のために禁煙ができないでいる住民に、治療が受け

られる環境整備をしていく必要があります。

○ 上川北部圏域のがん検診受診率をより一層向上させるため、がん検診の必要

性についての普及啓発や受診勧奨の徹底などの対策を推進する必要があります。

○ 精度管理については、精検受診率やがん発見率などの指標を分析し、精度の

向上を図る必要があります。

（３）がん登録

○ 道は、広域な面積の中で人口が分散している地域特性等があることから、が

ん登録情報などを活用し、正確な情報に基づく地域の実情に応じた施策の実施

及び地域の課題に対応したがん対策を検討する必要があります。

（４）医療機関への受診状況

○ がんの患者が居住している第二次医療圏域内で受療（入院）している割合は、

都市部を抱える医療圏と郡部の医療圏との間で開きがあります。

＊１ 名寄保健所調べ（令和６年６月１日時点）
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○ このため、特に遠隔地から都市部に入院している患者については、手術療法、

放射線療法、薬物療法を効果的に組み合わせた集学的治療などの治療後には、

居住地域で継続的な医療を受けることができるよう、医療提供体制の整備と医

療機関等の相互の連携を進める必要があります。

（５）医療の状況

○ 集学的治療の実施が求められていますが、この中でも特に放射線療法と薬物

療法を専門的に行う医師の不足が指摘されています。

○ 緩和ケアについては、身体症状の緩和に加え、心理社会的な問題への援助な

ど、人生の最終段階だけではなく、がんと診断された時から行われる必要があ

ります。

○ がん患者や家族の意向を踏まえ、住み慣れた家庭や地域で療養生活を継続す

ることができるよう、在宅医療を推進する必要があります。

○ 他の圏域において集学的治療を受けた患者が、その治療を終えた後で上川北

部圏域において必要な医療が受けられるよう、圏域内外の医療機関が相互連携

ができる体制を構築していく必要があります。

３ 必要な医療機能
（医療機関）

○ 次に掲げる事項を含め、拠点病院等の医療機関は、診療ガイドラインに即し

た診療を実施します。

◇ 血液検査、画像検査（Ｘ線検査、ＣＴ、超音波検査、内視鏡検査、ＭＲＩ、

核医学検査）及び病理検査等の診断・治療に必要な検査を実施します。

◇ 患者の状態やがんの病態に応じて、手術療法、放射線療法及び薬物療法を

組み合わせた集学的治療を実施します。

◇ がんと診断された時から緩和ケアを実施します。

（拠点病院等）

○ 上記を含め、拠点病院等においては、次の対応が求められます。

◇ 患者の状態やがんの病態に応じて、手術療法、放射線療法及び薬物療法を

組み合わせた集学的治療を実施します。

◇ 各職種の専門性を活かし、医療従事者間の連携と補完を重視した多職種で

のチーム医療を実施します。

◇ 患者とその家族の意向に応じて、専門的な知識を有する第三者の立場にあ

る医師の意見を求めることができるセカンドオピニオンを実施します。

◇ 相談支援の体制を確保し、情報の収集・発信、患者・家族の交流の支援、

就労支援等を実施します。

◇ がんと診断された時から緩和ケアを実施します。緩和ケアチームの整備や

外来での緩和ケアを実施し、患者とその家族に対して、身体的な苦痛及びグ

リーフケア＊を含む精神心理的な苦痛等に対する全人的な緩和ケアを提供し

ます。

＊グリーフケア：大切な人を失った喪失感や悲しみを乗り越えようとしている人たちに寄り添い、援助していくこと。
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◇ 地域連携支援の体制を確保するため、病院間の役割分担を進めるとともに、

研修、カンファレンス、診療支援等の活用や、急変時の対応も含めて、他の

がん診療機能や在宅療養支援機能を有している医療機関等と連携します。

◇ 院内がん登録を実施します。

４ 数値目標等

指標区分 指標名（単位） 現状 目標 (R11) 現状値の出典

体制整備 がん診療連携指定病院数（か所） 1 現状維持 北海道保健福祉部調査公表

機関（令和5年4月1日現在）

実施 がん検診受診率（％） 胃 9.0 60.0以上 地域保健・健康増進事業報告

件数等 大腸 8.0 60.0以上 [厚生労働省]

肺 8.1 60.0以上 （令和３年度）

子宮頸 15.0 60.0以上

乳 21.6 60.0以上

喫煙率（％） 男性 35.1 減少 NDBオープンデータ

女性 16.6 減少 ［厚生労働省］（令和３年度）

住民の健 がんによる死亡率 男性 449.4 減少 地域保健情報年報

康状態等 （人口１０万対） 女性 419.2 減少 （令和３年）

５ 数値目標等を達成するために必要な施策
○ 持続可能ながん医療の提供を目指すとともに、がんの予防及びがんの早期発

見など、がん対策を総合的かつ計画的に推進し、上川北部保健医療福祉圏域連

携推進会議等において、必要な対策について検討します。

（１）がん予防の推進

○ 市町村、保健所及び関係機関が連携して、上川北部圏域のすべての住民がよ

り一層健康に配慮した生活を送れることを目指して、あらゆる機会をとらえて

「上川北部圏域健康づくり事業行動計画」＊１を推進していきます。

○ がんの危険因子である喫煙について、未成年者を含め喫煙の健康影響に関す

る情報提供や住民が健康のために望ましい生活習慣やがんに関する正しい知識

を身につけることができるよう普及啓発を行います。

○ たばこをやめたい人が、医療機関、薬局、市町村、保健所や事業所などの身

近なところで禁煙支援を受けることができる体制の整備を促進します。

○ 公共施設をはじめ職場や飲食店等の受動喫煙＊２防止対策を強化し、受動喫

煙のない環境づくりを推進します。

（２）がんの早期発見

○ 道や市町村は、がん検診の受診率の向上に向け、企業との連携やマスメディ

ア等を活用した普及啓発を行います。

○ 道や市町村は、がん検診と特定健診との一体的な実施を促進するとともに、

受診率向上の好事例の情報共有や、検診の受診勧奨の取組を推進するなど、受

診率の向上を図ります。

＊１ 「北海道健康増進計画」の目標を達成するための、上川北部圏域における具体的な事業行動計画。

＊２ 受動喫煙：室内等において、他人のたばこの煙を吸わされること。
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○ 道や市町村は、がん検診の精検受診率やがん発見率などの指標を分析し、精

度の維持・向上を図ります。

（３）がん登録の推進

○ がん登録によって得られた情報等を活用することによって、地域のがんの状

況を分析し、効率的かつ効果的ながん対策の充実に努め、地域住民のがんに対

する理解の促進やがん患者やその家族の医療機関の選択等に資するよう地域住

民への情報提供を推進します。

（４）がん医療連携体制の整備

○ より身近なところで必要ながん医療を受けることができるよう、がん診療連

携拠点病院、地域がん診療病院や北海道がん診療連携指定病院、その他のがん

医療を行う医療機関、在宅療養支援診療所、訪問看護事業所、薬局、歯科医療

機関等の関係者間の連携を促進し、診断から治療、緩和ケア、リハビリテーシ

ョン、在宅医療に至るまでのがん医療提供体制の整備を図ります。

○ 国が指定する小児がん拠点病院と地域の医療機関等は、診療体制や機能等の

情報を共有し、連携体制の構築に取り組みます。

○ がんと診断された時からの在宅を含む緩和ケアが推進されるよう、道や拠点

病院等は、がん診療に携わる医師、看護師、薬剤師等に対する緩和ケアの知識

の普及とともに、緩和ケア病床を有する医療機関や在宅療養支援診療所、薬局

等の関係者の連携を促進します。

○ 道内の医育大学とも連携を図りながら、放射線療法や薬物療法、手術療法な

どのがん医療を専門的に行う医師等の医療従事者の人材育成を促進します。

○ 医療連携体制の整備に当たっては、地域連携クリティカルパス＊やＩＣＴを

活用した患者情報共有ネットワークシステムの普及を促進し、上川北部保健医

療福祉圏域連携推進会議等において必要な協議を行い、患者の受療動向に応じ

た連携体制の充実を図ります。

６ 医療機関等の具体的名称
（令和５年４月１日現在）

第三次 第 二 次 がん診療連携拠点病院 北海道がん診療連携指定病院

医療圏 医 療 圏 地域がん診療病院（◆）

道 北 上川中部 ◆旭川医科大学病院 旭川赤十字病院
JA北海道厚生連 旭川厚生病院 独立行政法人国立病院機構 旭川医療センター

市立旭川病院
上川北部 名寄市立総合病院

７ 歯科医療機関（病院歯科、歯科診療所）の役割
○ がんの薬物療法や放射線治療に伴う口腔合併症の予防や手術後の肺炎予防等

のため、周術期の患者等に対し、口腔の健康や口腔管理に関する普及啓発に努

めるとともに、がん診療連携拠点病院や、その他のがん医療を行う医療機関等

と連携して、歯科専門職が行う口腔衛生管理、口腔機能管理、口腔疾患の治療

等の取組を推進し、より質の高いがん治療の提供につなげます。

＊ 地域連携クリティカルパス：地域内で各医療機関が共有する、各患者に対する全体的（急性期から回復期を経て、自宅に帰る

まで）な治療計画のこと。
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８ 薬局の役割
○ 適切な禁煙の相談を受ける取組を推進するとともに、禁煙補助薬の服薬管理

などを通じて、たばこをやめたい人の禁煙支援を行います。

○ 外来薬物療法の効果と安全性を高めるためには、患者が薬物治療について正

しく理解し、適切に服薬等を行うことが重要であることから、薬局において、

薬学的管理（薬剤服用歴の管理、服薬状況や副作用の把握等）を行うとともに、

患者への適切な服薬指導などに努めます。

○ 在宅緩和ケアにおける医療用麻薬の適正使用を推進するため、薬局において、

在宅患者に対し、医療用麻薬の適切な服薬管理などに努めるとともに、医療用

麻薬の円滑な供給を図るため、地域の薬局相互の連携を推進します。

９ 訪問看護事業所の役割
○ がんと診断された時から病院看護師等の医療機関のスタッフと訪問看護師が

連携し、療養を支援する家族の生活指導等を含め、がん治療の支援者として在

宅療養の環境整備に努めます。

○ 在宅で療養生活を継続するがん患者に対して、身体的な苦痛及び精神心理的

な苦痛等の緩和など、適切な看護の提供や療養生活の支援を行い、生活の質（Ｑ

ＯＬ）の維持・向上を目指します。

○ 在宅で療養生活を継続するがん患者・家族等患者の周囲にいる者に対して、

自らが望む人生の最終段階の医療・ケアについてともに考え、治療後の心身の

症状や障がいに合わせた適切なケアを提供するともに、在宅での看取りや遺族

へのグリーフケアに取り組みます。
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第２節 脳卒中の医療連携体制

１ 現 状

（１）死亡の状況

○ 北海道では、令和４年に5,010人が脳血管疾患を原因として死亡しており、

死亡者数全体の6.7％（全国6.9％）を占め、死因の第４位となっています。

＊１

○ 脳血管疾患の令和２年年齢調整死亡率（人口10万対）は、男女とも減少傾向

にあり、男性88.9（全国93.8）、女性56.6（全国56.4）となっています。＊２

○ 上川北部圏域では、令和３年に脳血管疾患を死因として68人（男性34人、女

性34人）が死亡しており、死亡数全体の7.2%を占め、死因の第４位となってい

ます。

○ その内訳は、脳梗塞61.8％（全道56.3％）、脳内出血30.9％（全道30.2％）、

くも膜下出血7.3％（全道11.0％）、その他0％（全道2.5％）です。

【上川北部圏域における死亡者数（全体及び脳血管疾患）の推移】 （人）

＊北海道保健統計年報

○ 上川北部圏域において脳血管疾患で死亡した人の男女病名別死亡数をみる

と、令和３年では、男女とも脳梗塞で死亡している割合が高くなっています。

また、脳内出血で死亡している割合では、女性に比べて男性が高く、くも膜

下出血で死亡している割合では、男性に比べて女性が高い割合となっています。

【脳血管疾患による死亡の状況（令和３年）】

＊道北地域保健情報年報

＊１ 厚生労働省「人口動態統計」（令和４年）

＊２ 厚生労働省「人口動態統計特殊報告」（令和２年）
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第２章 ５疾病・６事業及び在宅医療のそれぞれに係る医療連携の推進

平成17年 平成22年 平成27年 平成28年 平成29年 平成30年 令和元年 令和２年 令和３年

全　体 793 867 901 890 943 883 809 807 943

脳血管疾患  95  78  56  75  64  56  62  59  68



- 28 -

第２章 ５疾病・６事業及び在宅医療のそれぞれに係る医療連携の推進

（２）健康診断の受診状況

○ 脳卒中の発症を予防するためには、定期的な健診の受診により高血圧、糖尿

病、脂質異常症等の危険因子を早期に発見し、治療することが重要です。

○ 令和４年度の上川北部圏域の特定健康診査の受診率は49.2％で、全道の29.7

％、全国の37.5％と比較して高い状況です。また、令和４年度の上川北部圏域

の特定保健指導の実施率は、72.8％で、全道の36.0％と比較して高い状況です。

○ 上川北部圏域の令和４年度の特定健康診査受診者のうち、内臓脂肪症候群（メ

タボリックシンドローム）該当者＊１の割合は、23.5％で、全道の20.3％より

やや高く、内臓脂肪症候群予備群＊２の割合は10.3％で、全道は11.0％となっ

ています。＊３

【特定健康診査受診率】（全道、上川北部）

＊特定健康診査・特定保健指導実施結果集計表（平成30年度～令和４年度）

【特定保健指導実施率】（全道、上川北部）

＊特定健康診査・特定保健指導実施結果集計表（平成30年度～令和４年度）

＊１ 内臓脂肪の蓄積（主に復囲により測定）に加え、血中脂質、血圧、血糖基準のうち、２つ以上に該当する者。

＊２ 内臓脂肪の蓄積（主に複囲により測定）に加え、血中脂質、血圧、血糖基準のうち、１つに該当する者

＊３ 特定健診特定保健指導実施結果集計表（令和４年度法定報告速報値）
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（３）医療機関への受診状況

（患者調査）＊１

○ 令和２年の本道における脳血管疾患の受療率（人口10万人当たり）は、入院

は164（全国98）、外来では64（全国59）であり、全国と比較して入院受療率

が1.7倍高い状況にあります。

○ 脳血管疾患患者の平均在院日数は、全道で102.8日で、平成29年（101.1日）

からやや長くなっており、全国（76.8日）との比較では、26.0日長くなって

います。

脳梗塞患者の平均在院日数は102.1日で、全国（72.3日）より23.8日長い状

況です。

（受療動向）

○ 上川北部圏域では、脳血管疾患治療者のうち圏域内で受診している割合は、

令和４年度では入院51.9％、外来50.5％となっており、平成28年度（入院86.0

％、外来88.2％)と比較すると、入院、外来とも低くなっています。

（４）医療機関の状況（北海道医療機能情報システム）＊２

（急性期医療を担う医療機関）

○ ①血液検査及び画像検査、②外科的治療（開頭手術、脳血管手術等）、③t-

PAによる血栓溶解療法のすべてが、24時間対応可能（輪番制を含む。）である

急性期医療を担う公表医療機関は、上川北部圏域では名寄市立総合病院の１

か所（全道54か所）です。

（回復期医療を担う医療機関）

○ 上川北部圏域で脳卒中の回復期リハビリテーションに対応可能な医療機関

は、４か所（Ｐ31【脳卒中の回復期医療を担う医療機関一覧】参照）です。（全

道176か所）

２ 課 題
（１）疾病の発症予防

○ 特定健康診査の意義を広く周知するとともに、脳卒中の危険因子である高血

圧や糖尿病、脂質異常症、喫煙習慣や過度な飲酒習慣がある者への支援を早期

に開始し、発症予防に努めることが必要です。

○ 当圏域の喫煙率は、全国値と比較して高い傾向にあり、喫煙率を低下させる

対策や、施設内禁煙等の環境づくりの推進など、受動喫煙防止対策の強化が必

要です。

（２）医療連携体制の充実

○ 急性期から維持期までの病期に応じて、一貫したリハビリテーションが受け

られるよう、関係機関の連携体制の充実が必要です。

＊１ 厚生労働省「患者調査」（令和２年）

＊２ 北海道医療機能情報システム（令和５年４月）
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○ 上川北部圏域では、脳卒中の急性期医療を担う医療機関が名寄市立総合病院

１か所だけであることから、圏域内で脳卒中を発症した場合には、速やかに同

総合病院で受診できるよう、消防機関と医療機関並びに医療機関相互間の連携

体制をより充実させる必要があります。

○ 脳卒中は、高齢者に多い病気であり、後遺症を残すことが多く、時に「要介

護状態」の原因となります。出来るだけ後遺症を残さず又より少なくするため

には、再発を予防するための治療や基礎疾患の管理、再発時の対応方法につい

て、地域の医療機関と専門的医療機関との連携体制の充実が必要です。なお、

上川北部圏域では、まだ脳卒中の地域連携クリティカルパスは運用が開始され

ていない状況にあります。

○ デジタル技術の活用により、効率的な医療機関間や地域間連携を進め、医療

が継続して実施される体制を構築することが必要です。

（３）在宅療養が可能な体制

○ 脳卒中の再発及び合併症を予防し、生活機能を維持・回復しながら在宅で療

養生活を継続できるよう、医療及び介護サービスが相互に連携した支援が必要

です。

３ 必要な医療機能
（１）発症予防

（かかりつけ医）

○ 高血圧、糖尿病、脂質異常症、心房細動等の基礎疾患に対する治療や食事、

運動、喫煙、過度の飲酒等の生活習慣の改善を促し、脳卒中の発症を予防します。

○ 脳卒中を疑う症状出現時の対応について、患者・家族等周囲にいる者に対す

る教育・啓発を行います。

（２）応急手当・病院前救護

（本人及び家族等周囲にいる者）

○ 発症後速やかに救急要請を行います。

（消防機関と急性期医療を担う医療機関の連携）

○ 急性期医療を担う医療機関へ速やかに搬送します。

○ メディカルコントロールに基づく適切な観察・判断・処置＊１を行います。

（３）急性期医療

（急性期医療を担う医療機関）

○ 患者の来院後、速やかに（１時間以内に）専門的治療を開始します。

○ 適応のある脳梗塞症例に対しては、t-PAによる血栓溶解療法を実施します。

また、適応時間を超える場合でも、血管内治療などの高度専門治療の実施に

ついて検討します。＊２

＊１ メディカルコントロールに基づく適切な観察・判断・処置：救急現場から医療機関に搬送されるまでの間に、医師の指示ま

たは指導・助言等の下に救急救命士等が実施する気管挿管等の医行為

＊２ t-PAによる血栓溶解療法は、発症4.5時間以内の脳梗塞患者のうち広範な早期脳虚血性変化や頭蓋内出血等の禁忌項目に該当

しない患者が該当。また、機械的血栓除去術は、原則として発症６時間以内の脳梗塞患者の一部が対象となる。（参考：脳卒中

治療ガイドライン2015 追補2017）
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○ 呼吸、循環、栄養等の全身管理及び感染症や深部静脈血栓症等の合併症に対

する診療を実施します。誤嚥性肺炎の予防については、歯科医療機関等を含め、
ご え ん

多職種間で連携して対策を図ります。

○ 廃用症候群や合併症を予防し、早期にセルフケアを可能とするためのリハビ

リテーションを実施します。

○ 回復期及び維持期の医療機関等と診療情報や治療計画（リハビリテーション

を含む。）を共有するなどして連携を図ります。

（４）回復期医療

（回復期医療を担う医療機関、リハビリテーションを専門とする医療機関）

○ 身体機能の早期改善のための集中的なリハビリテーションを実施します。

○ 再発予防の治療や基礎疾患・危険因子の適切な管理を行うとともに、誤嚥性

肺炎の予防や抑うつ状態・認知症など、脳卒中に合併する種々の症状や病態に

対する対応を行います。

○ 再発が疑われる場合には、急性期の医療機関との連携などにより、患者の病

態を適切に評価します。

○ 急性期及び維持期の医療機関等と診療情報や治療計画（リハビリテーション

を含む。）を共有するなどして連携を図ります。

（５）維持期医療

（介護老人保健施設、介護保険によるリハビリテーションを担う医療機関等）

○ 生活機能の維持・向上のためのリハビリテーション（訪問及び通所リハビリ

テーションを含む。）を実施し、在宅等への復帰及び日常生活の継続を支援し

ます。

○ 再発予防の治療や基礎疾患・危険因子の適切な管理を行うとともに、誤嚥性

肺炎の予防や抑うつ状態・認知症など、脳卒中に合併する種々の症状や病態に

対する対応を行います。

○ 合併症発症時や脳卒中の再発時には、患者の状態に応じた適切な医療を提供

できる医療機関と連携して対応します。

○ 回復期や急性期医療機関等と、診療情報や治療計画（リハビリテーションを

含む。）を共有するなどして連携を図ります。

○ 介護支援専門員を中心に介護保険関連施設、訪問看護ステーション、歯科診

療所、薬局等と連携して在宅医療を行います。

（６）新興感染症の発生・まん延時における体制

○ 感染症発生・まん延時や災害時等の有事においても、地域の医療資源を有効

に活用するための体制の構築を推進します。
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４ 数値目標等

指標区分 指標名（単位） 現状 目標 (R11) 現状値の出典

体制整備 急性期医療を担う医療機関数 1 現状維持 北海道保健福祉部調査

（か所） 公表機関（令和5年4月1日現在）

回復期リハビリテーションが実施 4 現状維持

可能な医療機関（か所）

地域連携クリティカルパスを導入 0 運用開始

している医療機関（か所）

実施 喫煙率（％） 男性 35.1 減少 NDBオープンデータ

件数等 女性 16.6 減少 ［厚生労働省］（令和３年度）

特定健康診査受診率（％） 49.2 増加 特定健康診査・特定保健指導

実施結果集計表［北海道国民

特定保健指導実施率（％） 72.5 増加 健康保険団体連合会］

（令和４年度）

住民の健 高血圧の改善 男性 130.0 減少 NDBオープンデータ

康状態等 収縮期血圧の平均値 女性 126.2 減少 ［厚生労働省］（令和３年度）

（40～74歳）

脳血管疾患死亡率 男性 115.7 減少 地域保健情報年報

（人口１０万対） 女性 108.0 減少 （令和３年）

５ 数値目標等を達成するために必要な施策

（１）予防対策の充実

○ 市町村、保健所及び関係機関が連携して、上川北部圏域のすべての住民がよ

り一層健康に配慮した生活を送れることを目指して、あらゆる機会をとらえて

「上川北部圏域健康づくり事業行動計画」＊を推進していきます。

○ 道・市町村・医療機関・医師会・医療保険者が連携して情報共有し、上川

北部圏域全体での特定健康診査・特定保健指導の充実に努め、特定健康診査・

特定保健指導実施率の向上を推進します。

特に要指導者に対しては、生活習慣の改善を目指しての特定保健指導を実施

することにより、脳卒中の発症予防に努めます。

○ 高血圧や糖尿病、脂質異常症、メタボリックシンドローム、喫煙習慣がある

者への支援を早期に開始し、脳卒中の発症予防に努めます。

喫煙については、喫煙率の低下や施設内禁煙等の環境づくりを推進するなど、

受動喫煙防止対策を強化していきます。

○ 上川北部圏域における喫煙の状況（喫煙率）、学校教育場面における20歳未

満の者の喫煙防止教育実施状況、市町村における禁煙支援・分煙推進の取組状

況、禁煙外来実施医療機関数等のデータを活用し、必要な施策を推進します。

○ 脳卒中の発症予防のためには、特定健康診査・特定保健指導を受けない住民

に対し啓蒙を推進することや、健康保険の種別に関係なく、住民や被保険者

に対し発症予防の為の保健指導を提供することが必要となります。そのために、

市町村は、医療機関と連携して、保健サービスを必要とする全住民に対してそ

の提供に努め、予防対策を充実させていきます。

＊ 「北海道健康増進計画」の目標を達成するための、上川北部圏域における具体的な事業行動計画。
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（２）医療連携体制の充実

○ 発症予防、応急手当・病院前救護、急性期医療、回復期医療、維持期医療の

各期における、医療機関及び関係団体の取組を促進します。

○ 急性期から回復期、維持期まで切れ目なく適切な医療（リハビリテーション

を含む。）が提供できるよう、地域連携クリティカルパスやＩＣＴを活用した

地域医療情報連携ネットワークの普及を促進し、特定健康診査・特定保健指導

実施率、脳卒中死亡状況、受療動向等のデータを活用し、上川北部保健医療福

祉圏域連携推進会議等において必要な協議を行い、患者の受療動向に応じた連

携体制の充実を図ります。

○ 上川北部圏域における糖尿病、脂質異常症、高血圧症の３種の治療者、特に

高血圧者の治療が中断されることにならないよう、上川北部保健医療福祉圏域

連携推進会議で一次医療提供体制について協議するなど、医療アクセスの維持

に努めます。

６ 医療機関等の具体的名称

（１）急性期医療

（急性期医療を担う医療機関の公表基準）

○ 次の①から③が24時間対応可能である病院・診療所

① 血液検査及び画像検査（ＣＴ、ＭＲＩ、超音波検査等）

② 開頭手術（脳動脈瘤クリッピング術、脳内血腫除去術、減圧開頭術等）、

外科的血行再建術かつ脳血管内手術

③ t-PAによる血栓溶解療法

（医療機関名）

○ 上記の公表基準を満たした医療機関

（令和５年４月１日現在）

第三次医療圏 第二次医療圏 市区町村 医療機関

道 北 上 川 北 部 名 寄 市 名寄市立総合病院

（２）回復期医療

（回復期医療を担う医療機関の公表基準）

○ 次の①②の両方満たす病院・診療所

① 脳血管疾患等のリハビリテーション料の保険診療に係る届出をしてい

ること

② 脳卒中の回復期リハビリテーションの対応が可能であること

（医療機関名）

○ 上記の公表基準を満たした医療機関

（令和５年４月１日現在）

第三次医療圏 第二次医療圏 市区町村 医療機関

士 別 市 士別市立病院

道 北 上 川 北 部 名 寄 市 医療法人社団 三愛会 名寄三愛病院

医療法人 臨生会 吉田病院

美 深 町 JA北海道厚生連 美深厚生病院
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７ 歯科医療機関（病院歯科・歯科診療所）の役割

○ 脳卒中の後遺症に関連する口腔機能低下や口腔衛生状態の悪化は、摂食嚥下

障害、咀嚼障害及び構音障害につながり、さらには誤嚥性肺炎の発症リスクと

なります。

脳卒中発症者における誤嚥性肺炎等を予防するため、病院歯科を含む地域の

歯科医療機関が、多職種によるケアカンファレンス等を活用し、急性期等の入

院期間から在宅療養に至るまでの適切な歯科治療、歯科専門職による口腔衛生

管理及び口腔機能訓練の提供に努めます。

８ 薬局の役割

○ 脳卒中の発症予防や再発予防のためには、患者が薬物治療について正しく理

解し、適切に服薬等を行うことが重要であることから、薬局において、薬学的

管理（薬剤服用歴の管理、服薬状況や副作用の把握等）を行うとともに、患者

への適切な服薬指導などに努めます。

○ 在宅療養中の脳卒中患者に対しては、薬局において、医療機関や訪問看護事

業所等と連携し、薬学的管理のもと、訪問による患者への適切な服薬指導など

を行うとともに、在宅療養で必要な医薬品や医療・衛生材料等の供給に努めま

す。

９ 訪問看護事業所の役割

○ 高血圧等の危険因子を有する利用者に対し、薬の管理や食事（減塩、脂質・

カロリー制限の継続）、血圧など全身状態の観察を定期的に行うとともに、適

切な受診を促し、発症予防及び再発予防に努めます。

○ 脳卒中患者の療養生活を支援するに当たっては、病院看護師等の医療機関の

スタッフと訪問看護師が入院中から連携し、在宅療養の環境整備に努めます。

○ 脳卒中の回復期及び維持期にある在宅療養者及びその支援者に対して、心身

の状態や障害に合わせて在宅療養の技術的支援や精神的支援を行うとともに、

再発予防に向けた基礎疾患・危険因子の管理や生活機能の維持・向上のための

リハビリテーションを実施し、日常生活の再構築を支援します。

○ 在宅療養中の脳卒中患者の再発等の急変時について、平常時から緊急時の連

絡体制や救急車到着までの対処方法などを患者・家族等患者の周囲にいる者と

事前に取り決め、緊急時の対応に備えます。
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急性期医療

急性期医療を担う医療機関 ＜２４時間対応＞

○ 血液検査や画像検査（ＣＴ検査、ＭＲＩ検査）等、必要な検査の実施
○ 適応のある脳梗塞症例に対するｔ－ＰＡによる血栓溶解療法の実施
○ 呼吸・循環等の全身管理、及び感染症や深部静脈血栓等、合併症の予防・治療
〇 廃用症候群を予防し、リスク管理のもとに早期にリハビリテーションを開始
【医療機関名は第８章別表３参照】

脳卒中の医療連携体制

急性期から回復期、維持期までの医療機関及び介護保険関連施設等が、診療情報や治療計画の共
有による切れ目のない適切な医療が提供できるよう連携体制の充実を図ります。

発症予防の対応 維持期の対応

医 療
保険者

道
市町村

住民(患者)

健診の
普及啓発

○再発予防の治療や基礎疾患・危険因子の管理
〇合併症への対応（誤嚥性肺炎･抑うつ等）
○生活機能の維持及び向上のためのリハビテー
ションの実施

○介護支援専門員、介護関連施設、訪問看護ス
テーション、歯科診療所、薬局等と連携した
在宅医療の実施

○基礎疾患の治療（高血圧・糖尿
病・脂質異常症・心房細動等）

〇生活習慣の改善を支援（食事・
運動・喫煙・過度の飲酒など）

○突然の症状出現時の対応につい
て本人･家族･周囲の者への教育

発症

回復期医療を担う
医療機関

○再発予防の治療や基礎疾
患･危険因子の管理

〇合併症への対応（誤嚥性
肺炎・抑うつ・認知症等）

○専門医療スタッフによる
集中的なリハビリテーシ
ョン（身体機能の早期改
善及びADLの向上）

【医療機関名は第８章別表４参照】

連

携
回
復
期
医
療

連
携

連
携

維
持
期
医
療

【医療連携圏域】

近隣医療圏当該第二次医療圏 連携・協議の場

特定健康診査
特定保健指導

受
診

来院後１時間以内を目安に専門的治療の開始
※発症4.5時間以内の脳梗塞患者には、t-PA静脈療法を考慮

連
携

保健指導
速やかに救急要請

応
急
手
当
・
病
院
前
救
護

発
症
予
防

訪問看護ステーション、介護支援専門員、
かかりつけ歯科、かかりつけ薬局他

か か り つ け 医

受
診

救
急
搬
送

第２章 ５疾病・６事業及び在宅医療のそれぞれに係る医療連携の推進
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第３節 心筋梗塞等の心血管疾患の医療連携体制

１ 現 状

（１）死亡の状況

○ 北海道では、令和４年に10,548人が心疾患を原因として死亡しており、死亡数

全体の14.2％（全国14.8％）を占め、死因の第２位となっています。

○ その内訳は、多い順から、心不全48.2％（全国42.4％）、不整脈及び伝導障

害14.2％（全国15.6％）、急性心筋梗塞11.7％（全国13.7％）です。＊１

○ また、北海道では令和４年に大動脈瘤及び解離を原因として1,065人（全国1

9,987人）が亡くなっています。

○ 本道の令和２年年齢調整死亡率（人口10万人当たり）は、心疾患では男性18

0.0（全国190.1）、女性108.4（全国109.2）となっており、急性心筋梗塞では、

男性27.1（全国32.5）、女性13.2（全国14.0）となっています。

一方、心不全は男性279.5（全国264.5）、女性208.1（全国202.6）で男女と

もに全国より高くなっています。

大動脈瘤及び解離では、男性19.7（全国17.3）、女性11.1（全国10.5）で男

女ともに全国より高くなっています。＊２

○ 上川北部圏域では、令和３年に心疾患を原因として137人（男性57人、女性8

0人）が死亡しており、死亡数全体（943人）の14.5％を占め、死因の第２位と

なっています。

○ 令和３年に心疾患を死因として死亡した137人のうち、19人（男性11人、女

性8人）が急性心筋梗塞を死因として死亡しており、心疾患に占める割合は13.9

％となっています。

【上川北部圏域における死亡者数（全体及び心疾患）の推移】 （人）

＊北海道保健統計年報

（２）健康診断の受診状況

○ 急性心筋梗塞の発症を予防するためには、定期的な健診の受診により高血圧、

糖尿病、脂質異常症等の危険因子を早期に発見し、治療することが重要です。

○ 令和４年度の上川北部圏域の特定健康診査の受診率は49.2％で、全道の29.7

％、全国の37.5％と比較して高い状況です。また、令和４年度の上川北部圏域

の特定保健指導の実施率は、72.8％で、全道の36.0％と比較して高い状況です。

○ 上川北部圏域の令和４年度の特定健康診査受診者のうち、内臓脂肪症候群（メ

タボリックシンドローム）該当者＊３の割合は、23.5％で、全道の20.3％より

やや高く、内臓脂肪症候群予備群＊４の割合は10.3％で、全道は11.0％となっ

ています。＊５

＊１ 厚生労働省「人口動態統計」（令和4年）

＊２ 厚生労働省「人口動態統計特殊報告」（令和2年）

＊３ 内臓脂肪の蓄積（主に腹囲により測定）に加え、血中脂質、血圧、血糖基準のうち、２つ以上に該当する者。

＊４ 内臓脂肪の蓄積（主に腹囲により測定）に加え、血中脂質、血圧、血糖基準のうち、１つに該当する者。

＊５ 特定健診特定保健指導実施結果集計表（令和４年度法定報告速報値）

第２章 ５疾病・６事業及び在宅医療のそれぞれに係る医療連携の推進

平成17年 平成22年 平成27年 平成28年 平成29年 平成30年 令和元年 令和２年 令和３年

全　体 793 867 901 890 943 883 809 807 943

心疾患 130 139 148 134 139 145 107 138 137



- 37 -

【特定健康診査実施率】（全道、上川北部）

＊特定健康診査・特定保健指導実施結果集計表（平成30年度～令和４年度）

【特定保健指導実施率】（全道、上川北部）

＊特定健康診査・特定保健指導実施結果集計表（平成30年度～令和４年度）

（３）医療機関への受診状況

（患者調査）＊１

○ 令和３年の本道における心疾患の受療率（人口10万人当たり）は、入院は67

（全国46）、外来では97（全国103）であり、全国と比較して入院受療率は1.4

倍高い状況にあります。

○ 心疾患患者の平均在院日数は、全道で36.7日で、平成29年（17.7日）から短

縮で推移しています。全国（24.4日）との比較では、12.3日長くなっています。

＊１ 厚生労働省「患者調査」（令和2年）
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第２章 ５疾病・６事業及び在宅医療のそれぞれに係る医療連携の推進

（受療動向）

○ 上川北部圏域では、心血管疾患治療者のうち圏域内で受診している割合は、

令和４年度では入院92.5％、外来89.6％で、平成28年度（入院87.7％、外来92.

1％）と比較すると、入院はやや高くなり、外来はやや低くなっています。

（４）救命処置の状況

○ 道内で、一般市民により心肺停止が目撃された心原性の心肺停止症例1,092

件のうち、「一般市民による除細動」の実施は、75件（6.9％）で、令和元年の84件

（8.5％）より1.6ポイント減少しており、全国の6.5％よりもやや高くなって

います。＊１

（５）医療機関の状況（医療機能情報公表システム）＊２

（急性期医療を担う医療機関）

○ ①放射線等機器検査、②臨床検査、③経皮的冠動脈形成術のすべてが、24時

間対応可能である急性期医療を担う公表医療機関は、上川北部圏域では名寄市

立総合病院の１か所（全道64か所）となっています。

（回復・維持期の医療）

○ 「心大血管疾患リハビリテーションⅠ」又は「Ⅱ」の保険診療に係る届出医

療機関（令和５年４月１日現在）は、上川北部圏域では名寄市立総合病院の

１か所（全道64か所）となっています。

○ 上川北部圏域においては、名寄市立総合病院が急性心筋梗塞の急性期を担う

唯一の医療機関となっていますが、急性期医療機関がその機能を最大限に発揮

するためには、それぞれの医療機関が急性期、維持期、回復期の役割を明確に

分担していく必要があります。

○ なお、上川北部圏域においては、急性心筋梗塞での地域連携クリティカルパ

スは、現在のところ導入されていません。

２ 課 題

（１）疾病の発症予防

○ 特定健康診査の意義を広く周知するとともに、心血管疾患の危険因子である

高血圧や脂質異常症、糖尿病、メタボリックシンドローム、喫煙習慣がある者

への支援を早期に開始し、心筋梗塞等の心血管疾患の発症予防に努めることが

必要です。

○ 当圏域の喫煙率は、全国値と比較して高い傾向にあり、喫煙率を低下させる

対策や、施設内禁煙等の環境づくりの推進など、受動喫煙防止対策の強化が必

要です。

＊１ 総務省消防庁「救急・救助の現状」（令和3年）

＊２ 北海道医療機能情報公表システム（令和５年４月現在）
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第２章 ５疾病・６事業及び在宅医療のそれぞれに係る医療連携の推進

（２）医療連携体制の充実

○ 患者の受療動向を踏まえて、急性期における専門的診療を速やかに受けるこ

とができるよう、消防機関と医療機関、及び医療機関相互の連携体制の充実・

強化が必要です。

○ 急性期から維持期までの病期に応じて、一貫したリハビリテーションが受け

られるよう、病院・診療所間、病院・病院間連携にとどまらず、介護保険施設

との連携も図りながら、回復期、維持期の場の確保に努めていく必要があります。

○ デジタル技術の活用により、効率的な医療機関間や地域間連携を進めている

ところであり、今後も医療が継続して実施される体制をさらに推進することが

必要です。

（３）再発予防

○ 再発及び合併症を予防するための治療や基礎疾患の管理、再発時の対応方法

について、地域の医療機関と専門的医療機関との連携体制の充実が必要です。

３ 必要な医療機能

（１）発症予防

（かかりつけ医）

○ 高血圧、脂質異常症、糖尿病等の基礎疾患に対する治療や喫煙、ストレス等

の生活習慣の改善を促し、心筋梗塞等の心血管疾患の発症を予防します。

○ 急性心筋梗塞を疑う初期症状出現時の対応について、患者及び家族等周囲に

いる者に対する教育・啓発を行います。

（２）応急手当・病院前救護

（本人及び家族等周囲にいる者）

○ 発症後、速やかに救急要請を行います。

○ 心肺停止が疑われる者に対して、ＡＥＤの使用を含めた救急蘇生法等の適切

な処置を行います。

（消防機関と急性期医療を担う医療機関の連携）

○ 急性期医療を担う医療機関へ速やかに搬送します。

○ メディカルコントロールに基づく適切な観察・判断・処置＊を行います。

（３）急性期医療

（急性期医療を担う医療機関）

○ 患者の来院後、速やかに初期治療を開始するとともに、30分以内に専門的な

治療を開始します。

○ 心筋梗塞等の心血管疾患が疑われる者の初期治療に必要な検査及び処置、専

門的な診療について、24時間対応可能な体制を維持します。

○ 呼吸管理、疼痛管理等の全身管理やポンプ失調等の合併症治療を行います。

○ 冠動脈バイパス術等の外科的治療が可能、又は外科的治療が可能な施設との

連携体制の構築を図ります。

＊ メディカルコントロールに基づく適切な観察・判断・処置：救急現場から医療機関に搬送されるまでの間に、医師の指示また

は指導・助言等の下に救急救命士等が実施する気管挿管等の医療行為
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第２章 ５疾病・６事業及び在宅医療のそれぞれに係る医療連携の推進

○ 慢性心不全の急性増悪時に、状態の安定化に必要な内科的治療を行います。

○ 運動耐容能などに基づいた運動処方により合併症を予防し、多職種による多

面的・包括的なリハビリテーションを実施します。

○ 回復期の医療機関やかかりつけ医と診療情報や治療計画を共有するなどして

連携を図ります。また、再発予防のため、定期的に専門検査を実施します。

（４）回復期医療

（内科、循環器科または心臓血管外科を有する病院・診療所）

○ 再発予防の治療や基礎疾患・危険因子の管理、抑うつ状態等への対応などを

行います。

○ 入院又は通院により、合併症や再発の予防、在宅復帰のための心血管疾患リ

ハビリテーションを実施します。

○ 再発予防に必要な知識や再発時の対応法について、患者及び家族への教育を

実施します。

○ 救急処置が可能な医療機関と連携し、合併症併発時や再発時などの緊急時に

対応できる医療体制を維持します。

○ 急性期及び在宅医療を担う医療機関と診療情報や治療計画を共有するなどし

て連携を図ります。

○ デジタル技術の活用により、急性期から一貫した医療を継続できる体制の推

進を図ります。

（５）維持期医療

（かかりつけ医）

○ 再発予防の治療や基礎疾患・危険因子の管理、抑うつ状態等への対応を行い

ます。

○ 救急処置が可能な医療機関と連携し、合併症併発時や再発時などの緊急時に

対応できる医療体制とします。

○ 急性期の医療機関・介護保険関連施設等と診療情報や治療計画等を共有し、

再発予防のための定期的な専門的検査や合併症併発時・再発時の対応を含めた

連携を図ります。

○ 在宅での運動療法や再発予防のための疾病管理について、医療機関や訪問看

護ステーション、かかりつけ薬局、歯科診療所等が連携して支援します。

（６）緩和ケア

○ 治療の初期段階から状態に応じた適切な緩和ケアが提供されるよう、人生会

議（ＡＣＰ：アドバンス・ケア・プランニング）による個人の意思決定を支援

します。



- 41 -

４ 数値目標等

指標区分 指標名（単位） 現状 目標 (R11) 現状値の出典

体制整備 急性期医療を担う医療機関数 1 現状維持 北海道保健福祉部調査

（か所） 公表機関（令和5年4月1日現在）

心血管疾患リハビリテーションが 1 増加

実施可能な医療機関数（か所）

地域連携クリティカルパスを導入 0 運用開始

している医療機関数（か所）

実施 喫煙率（％） 男性 35.1 減少 NDBオープンデータ

件数等 女性 16.6 減少 ［厚生労働省］（令和３年度）

特定健康診査受診率（％） 49.2 増加 特定健康診査・特定保健指導

実施結果集計表［北海道国民

特定保健指導実施率（％） 72.5 増加 健康保険団体連合会］

（令和４年度）

住民の 高血圧の改善 男性 130.0 減少 NDBオープンデータ

健康状態 収縮期血圧の平均値 ［厚生労働省］（令和３年度）

等 （40～74歳） 女性 126.2 減少

心疾患死亡率 男性 194.0 減少 地域保健情報年報

（人口１０万対） 女性 254.0 減少 （令和３年）

５ 数値目標等を達成するために必要な施策

（１）予防対策の充実

○ 保健所・市町村・関係機関が連携して、上川北部圏域のすべての住民が、よ

り一層健康に配慮した生活を送れることを目指して、あらゆる機会をとらえて

「上川北部圏域健康づくり事業行動計画」＊を推進していきます。

○ 道・市町村・医療機関・医師会・医療保険者が連携して情報共有し、上川北

部圏域全体での特定健康診査・特定保健指導の充実に努め、特定健康診査・特

定保健指導実施率の向上を推進します。

○ 高血圧や脂質異常症、糖尿病、メタボリックシンドローム、喫煙習慣がある

者に対する支援を早期に開始し、心筋梗塞等の心血管疾患の発症予防に努めま

す。

○ 急性心筋梗塞による死亡を減少させるためには、喫煙を知らない20歳未満の

者を育成すること、喫煙者に禁煙の気づきを促し禁煙開始を支援すること、非

喫煙者を受動喫煙から守ることの３項目について重点的に取り組みます。

○ 上川北部圏域における喫煙の状況（喫煙率）、学校教育場面における20歳未

満の者の喫煙防止教育実施状況、市町村における禁煙支援・分煙推進の取り組

み状況、禁煙外来実施医療機関数等のデータを活用し、必要な施策を推進しま

す。

○ 急性心筋梗塞の発症予防のためには、特定健康診査・特定保健指導を受けな

い住民に対し啓蒙を推進することや、健康保険の種別に関係なく、住民や被保

険者に対し発症予防の為の保健指導を提供することが必要となります。そのた

めに、市町村は、医療機関と連携して、保健サービスを必要とする全住民に対

してその提供に努め、予防対策を充実させていきます。

＊ 「北海道健康増進計画」の目標を達成するための、上川北部圏域における具体的な事業行動計画。
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（２）医療連携体制の充実

○ 発症予防、応急手当・病院前救護、急性期医療、回復期医療、再発予防の各

期における医療機関及び関係団体の取組を促進します。

○ 急性期から回復期、再発予防まで切れ目なく適切な医療が提供できるよう、

地域連携クリティカルパスやＩＣＴを活用した患者情報共有ネットワークの普

及を促進し、上川北部保健医療福祉圏域連携推進会議等において必要な協議を

行い、患者の受療動向に応じた連携体制の充実を図ります。

（３）疾病管理・再発予防

○ 慢性心不全患者に対しては、自覚症状や運動耐容能の改善及び心不全増悪や

再入院防止等を目的に、運動療法、患者教育、カウンセリング等を含む多職種

による多面的・包括的なリハビリテーションを実施します。

○ 慢性心不全患者の管理に当たっては、関係者間で心不全の概念を共有するこ

とが重要であることから、患者やその家族、心血管疾患を専門としない医療従

事者や介護関係者等への正しい知識の普及に努めます。

６ 医療機関等の具体的名称

（急性期医療を担う医療機関の公表基準）

○ 次の①～③が24時間対応可能であり、かつ、④または⑤を満たす病院・診療所

① 放射線等機器検査（心電図・冠動脈造影等）

② 臨床検査（血清マーカー等）

③ 経皮的冠動脈形成術の治療

④ 冠動脈バイパス術等外科的治療が実施可能

⑤ 冠動脈バイパス術等外科的治療は実施しないが、他医療機関への紹介

が可能

（医療機関名）

○ 上記の公表基準を満たした医療機関

（令和５年４月１日現在）

第三次医療圏 第二次医療圏 市区町村 医療機関名

道 北 上 川 北 部 名 寄 市 名寄市立総合病院

７ 歯科医療機関（病院歯科、歯科診療所）の役割

○ 慢性心不全患者においては、口腔機能及び口腔衛生の維持・管理を行い、誤

嚥性肺炎や低栄養を予防することが重要であることから、地域の循環器科等の

医療機関と連携した療養支援体制の充実に努めます。

８ 薬局の役割

○ 急性心筋梗塞の発症予防や再発防止のためには、患者が薬物治療について正

しく理解し、適切に服薬等を行うことが重要であることから、薬局において、

薬学的管理（薬剤服用歴の管理、服薬状況や副作用の把握等）を行うとともに、

患者への適切な服薬指導などに努めます。

○ 在宅患者に対しては、薬局において、医療機関や訪問看護ステーション等と

連携し、薬学的管理のもと、訪問による患者への適切な服薬指導等を行うとと

もに、在宅療養で必要な医薬品や医療・衛生材料等の供給に努めます。
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９ 訪問看護事業所の役割

○ 高血圧等の危険因子を有する利用者に対し、薬の管理や食事（減塩、脂質、

カロリー制限の継続）、血圧など全身状態の観察を定期的に行うとともに、適

切な受診を促し、発症予防及び再発予防に努めます。

○ 心疾患患者が在宅生活に移行するに当たっては、病院看護師等の医療機関の

スタッフと訪問看護師が入院中から連携し、在宅療養の環境整備に努めます。

○ 在宅での療養生活を継続する患者に対して、心疾患の治療及びその治療に伴

う諸症状に適切な看護を提供するとともに、再発予防に向けた基礎疾患・危険

因子の管理や生活機能の維持・向上のためのリハビリテーションを関係機関と

連携して実施し、日常生活の再構築を支援します。

○ 在宅での療養生活を継続する慢性心不全患者に対して、心不全増悪予防のた

めの疾病管理や治療に伴う諸症状・苦痛の緩和など適切な看護を提供しつつ、

適切な療養行動を維持できるよう患者及びその家族を支援し、生活の質（ＱＯ

Ｌ）の向上を目指します。

また、運動耐容能の改善を目的とした運動療法やカウンセリング等、多職種

と連携し、療養生活を支援します。

急性期医療

急性期医療を担う医療機関 ＜２４時間対応＞

○ 心電図検査・血液検査・画像検査・超音波検査等、必要な検査の実施
〇 ST上昇型心筋梗塞患者には、経皮的冠動脈形成術（PCI）による冠動脈再疎通を考慮
〇 冠動脈バイパス術や大動脈人工血管置換術等の外科的治療が可能な医療機関との連携
○ 呼吸管理・疼痛管理等の全身管理やポンプ失調等の合併症治療の実施
〇 運動耐容能を評価の上、在宅復帰に向けた心血管疾患リハビリテーションを実施

【医療機関名は第８章別表５参照】

心血管疾患の医療連携体制

急性期から回復期、維持期までの医療機関及び介護保険関連施設等が、診療情報や治療計画
の共有による切れ目のない適切な医療が提供できるよう連携体制の充実を図ります。

発症予防の対応 維持期の対応

医療
保険者

道
市町村

住民(患者)

速やかに救急要請

受
診

健診の
普及啓発

○再発予防の治療や基礎疾患・危険因子の管理
〇合併症併発時や再発時等の緊急時の対応
○生活機能の維持及び向上のためのリハビリテ

ーションの実施
○介護支援専門員、介護保険関連施設、訪問看

護ステーション、歯科診療所、薬局等と連携
した在宅医療の実施

○基礎疾患の治療（高血圧・脂質
異常症・糖尿病等）

〇生活習慣の改善を支援（食事・
運動・喫煙習慣・ストレス等）

○初期症状出現時の対応について
本人･家族･周囲の者等への教育

発症

救
急
搬
送

回復期医療を担う
医療機関

○再発予防の治療や基礎疾患･
危険因子の管理

〇合併症併発時や再発時の対応
○在宅復帰のための心血管疾患
リハビリテーションを実施

〇再発予防の知識・対処法に
ついて患者教育を実施

連

携

発
症
予
防

回
復
期
医
療

連
携

連
携

維
持
期
医
療

【医療連携圏域】

近隣医療圏当該第二次医療圏 連携・協議の場

特定健康診査
特定保健指導

受
診

来院後３０分以内に専門的治療の開始

連
携

保健指導

応
急
手
当
・
病
院
前
搬
送

訪問看護ステーション、介護支援専門員、
かかりつけ歯科、かかりつけ薬局他

か か り つ け 医
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第４節 糖尿病の医療連携体制

１ 現 状

（１）罹患・死亡の状況

○ 北海道では令和４年に809人が糖尿病を原因として死亡しており、死亡数全

体の1.1％（全国1.0％）を占めています。＊１

○ 糖尿病の令和２年年齢調整死亡率（人口10万人当たり）は、男女ともに全国

値よりやや高く、男性は16.0（全国13.9）、女性は8.6（全国6.9）となってい

ます＊2

○ 糖尿病性腎症による新規導入透析患者数（令和３年）は662人で、新規導入

透析患者数の40.4％（全国40.2％）を占めています。

また、糖尿病性腎症の年末透析患者数（令和３年）は6,109人で、年末透析

患者数全体の40.4％（全国39.6%)を占めています。＊３

○ 上川北部圏域では、令和３年に12人が糖尿病を原因として死亡しており、死

亡数全体の1.3％で、全道の1.2％、全国の1.0％と比較してやや高い状況とな

っています。

○ 圏域内の糖尿病性腎症の血液透析患者数は、令和４年12月１日現在81人とな

っています。

【上川北部圏域における死亡者数（全体及び糖尿病）の推移】 （人）

＊北海道保健統計年報

（２）健康診断の受診状況

○ 糖尿病は自覚症状がないまま進行するため、定期的な健診の受診による早期

発見・治療が重要です。

○ 令和４年度の上川北部圏域の特定健康診査の受診率は49.2％で、全道の29.7

％、全国の37.5％と比較して高い状況です。また、令和４年度の上川北部圏域

の特定保健指導の実施率は、72.8％で、全道の36.0％と比較して高い状況です。

○ 上川北部圏域の令和４年度の特定健康診査受診者のうち、内臓脂肪症候群（メ

タボリックシンドローム）該当者＊４の割合は、23.5％で、全道の20.3％より

やや高く、内臓脂肪症候群予備群＊５の割合は10.3％で、全道の11.0％となっ

ています。＊６

＊１ 厚生労働省「人口動態統計」（令和４年）

＊２ 厚生労働省「人口動態統計特殊報告」（令和２年）

＊３ 一般社団法人日本透析医学会/統計調査委員会「わが国の慢性透析療法の現状」（令和３年）

＊４ 内臓脂肪の蓄積（主に腹囲により測定）に加え、血中脂質、血圧、血糖基準のうち、２つ以上に該当する者

＊５ 内臓脂肪の蓄積（主に腹囲により測定）に加え、血中脂質、血圧、血糖基準のうち、１つ以上に該当する者

＊６ 特定健診特定保健指導実施結果集計表（令和４年度法定報告速報値）

平成17年 平成22年 平成27年 平成28年 平成29年 平成30年 令和元年 令和２年 令和３年

全　体 793 867 901 890 943 883 809 807 943

糖尿病  13  14  14   5  15  13  10  13  12
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○ 令和３度特定健診結果のHbA1ｃ＊１値では、「6.5％以上（受診勧奨判定値）」

該当者は、980人(9.7％)であり、「5.6％以上6.5％未満（保健指導判定値）」

該当者は、4,601人(45.7％)でした。健診受診者の約５割以上の方が、医療や

保健指導を要する状態であると判定されています。

【特定健康診査実施率】（全道、上川北部）

＊特定健康診査・特定保健指導実施結果集計表（平成30年度～令和４年度）

【特定保健指導実施率】（全道、上川北部）

＊特定健康診査・特定保健指導実施結果集計表（平成30年度～令和４年度）

（３）医療機関への受診状況

（患者調査）＊２

○ 令和２年の本道における糖尿病の受療率（人口10万人当たり）は、入院が20

（全国12）、外来が166（全国170）であり、全国と比較して、入院受療率は1.

7倍高い状況にあります。

○ 糖尿病患者の平均在院日数は、全道で35.5日で、平成20年（40.5日）から減

少傾向で推移しています。全国（30.6日）との比較では、4.9日長くなって

います。

＊１ 厚生労働省「第９回ＮＤＢオープンデータ」（令和３年）

＊２ 厚生労働省「患者調査」（令和２年）
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（受療動向）＊1

○ 上川北部圏域では、糖尿病治療者のうち圏域内で受診している割合は、令和

４年度では入院89.4％、外来90.8％で、平成28年度（入院77.9％、外来89.5％）

と比較すると、増加傾向にあります。

（４）医療機関の状況

（糖尿病医療機能を担う医療機関）

○ 「インスリン療法を行うことができる」、「糖尿病患者教育（食事療法・運動

療法・自己血糖測定）を行うことができる」、「糖尿病による合併症に対する

継続的な管理及び指導を行うことができる」のいずれかに該当する公表医療機

関は、全道で959か所、上川北部圏域では18か所（病院６、診療所12）です。

○ 公表医療機関を対象とした令和4年の調査で回答のあった全道の医療機関の

うち、「教育入院を実施している」と回答した医療機関は、病院147か所、診

療所33か所、「医療連携を実施している」と回答した医療機関は、病院182か

所、診療所611か所です。医療連携の目的をみると、多い順から「専門的な治

療を依頼」「合併症治療を依頼」となっています。

○ 上川北部圏域では、「教育入院を実施している」と回答した医療機関は、１

か所、「医療連携を実施している」と回答した医療機関は、15か所です。＊2

○ 上川北部圏域で、透析治療を行える医療機関は、令和６年４月現在、士別

市立病院、名寄市立総合病院、医療法人社団三愛会名寄三愛病院の３医療機関

となっています。

【地域連携に関する現状】（令和４年度）

全 道 上川北部

回 答 機 関 数 1,014 18

教 育 入 院 実施機関数 180 1

【参考】平成29年度実施機関数 216 2

医 療 連 携 実施機関数 793 15

【参考】平成29年度実施機関数 846 12

糖尿病連携 活用している機関数 769 15

手帳の活用 【参考】平成29年度活用機関数 799 12

地域連携ｸﾘﾃｨ 活用している機関数 450 8

ｶﾙﾊ゚ ｽの活用 【参考】平成29年度活用機関数 374 1

＊ 糖尿病治療における地域医療連携状況調査（平成29年、令和４年）

＊１ 厚生労働省「患者調査」（令和４年）

＊２ 糖尿病治療における地域医療連携状況調査（令和４年）
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２ 課 題

（１）発症予防

○ 糖尿病は自覚症状がなく進行する病気であることから、定期的な健診受診が

必要であることを広く道民に周知するとともに、適切な食生活及び運動など生

活習慣を変えることにより予防や改善ができることから普及啓発が必要です。

○ 上川北部圏域の特定健康診査受診率は、全道と比較して高い状況にあり、今

後も早期発見と早期治療のための受診率と、健診後の特定保健指導の実施率の

向上が必要です。

○ 医療保険者等と連携し、糖尿病の発症リスクがある者に対して、保健指導や

医療機関の受診勧奨、健診後の医療機関受診状況等に係るフォローアップ等、

予防と医療が連携して、生活習慣の改善が図られるよう支援が必要です。

（２）重症化予防等

○ 治療中断者の減少や早期からの適切な指導・治療を行うために、未受診者や

治療中断者への受診勧奨、治療と仕事の両立に向けた取組を多施設・多職種が

連携して行うことが必要です。

○ 未治療者への受診勧奨や糖尿病患者の疾病管理、合併症予防を推進できるよ

う、かかりつけ医と専門医療機関、歯科診療所及び医療保険者等による連携体

制の整備が必要です。

３ 必要な医療機能

（１）予防

（糖尿病発症のリスク低減、特定健康診査・特定保健指導、健診後の受診勧奨）

○ 医療機関は、健診後の受診勧奨等により受診した者に対し、適切な検査や糖

尿病発症予防のための指導を行います。

○ 医療保険者は、特定健康診査・特定保健指導を実施し、糖尿病の発症リスク

がある者に対して、受診を勧めます。

○ 保健所、医療保険者は、適切な食生活及び運動習慣により予防や改善ができ

ることの普及啓発を行います。

（２）初期・安定期治療

（糖尿病の診断及び生活習慣病の改善、良好な血糖管理を目指した治療）

○ 75gOGTT＊１、HbA1cなど糖尿病の評価に必要な検査を行います。

○ 食事療法、運動療法及び薬物療法による血糖管理を行います。

○ シックデイ＊２や低血糖時の対応について事前に十分な指導を行います。

○ 訪問看護事業所、歯科診療所、薬局、介護支援専門員等と連携した在宅医療

を行います。

＊１ 75ｇOGTT（Oral glucose tolerance test(経口ブドウ糖負荷試験)）：75ｇのブドウ糖水溶液を投与し、その後の糖の処理能力

を調べることやインスリン分泌能を確認するための検査方法の一つ。

＊２ シックデイ：糖尿病患者が感染症に罹患し、発熱、下痢、嘔吐又は食欲不振によって食事ができないとき。体調不良によって

糖尿病が悪化しやすい状態となる。
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（３）専門的治療

（専門的治療を必要とする患者への対応、職種連携によるチーム医療の実施）

○ 各専門職のチーム（管理栄養士、保健師、看護師、薬剤師等）による食事療

法、運動療法、薬物療法等を組み合わせた教育入院等の集中的な治療（心理問

題を含む。）を行います。

○ 75gOGTT、HbA1c、インスリン分泌能、合併症の検査など糖尿病の評価に必要

な検査を行います。

○ 糖尿病患者の妊娠への対応について事前に十分な指導を行います。

（４）急性合併症治療

（高血糖緊急症の治療）

○ 糖尿病性ケトアシドーシスや高浸透圧高血糖状態などの急性合併症の治療を

24時間体制で実施します。

（５）慢性合併症治療

（慢性合併症の専門的な治療、発症予防・重症化予防のための検査・指導の実施）

○ 糖尿病の慢性合併症（糖尿病性腎症、糖尿病網膜症、糖尿病神経障害等）に

係る専門的な検査や治療を行います。

（６）他疾患治療中の血糖管理

（他疾患の治療のために入院中の患者の血糖管理を行うための体制整備）

○ 専門的な経験を持つ医師を含め、各専門職種による、食事療法、運動療法、

薬物療法等を組み合わせた集中的な血糖管理を実施します。

○ 糖尿病の初期・安定期治療を行う医療機関、専門的治療を行う医療機関及び

急性・慢性合併症の治療を行う医療機関等と診療情報や治療計画を共有するな

どして連携します。

（７）医療機能が異なる医療機関との連携や地域との連携

（かかりつけ医と専門医療を担う医療機関等との連携）

○ かかりつけ医と専門医療を担う医療機関等との間で、診療情報や治療計画を

共有するなどして連携を図ります。

（医療機関と市町村・保険者の連携）

○ 医療機関は、市町村や保険者から保健指導を行う目的で情報提供等の協力の

求めがある場合には、患者の同意を得て必要な協力を行います。

（８）感染症流行時等への対応

○ 感染症流行時等の非常時においても、切れ目なく適切な医療を受けられる体

制整備を進めます。

○ 他施設・他職種による発症予防・重症化予防のための介入を継続できる体制

整備を進めます。
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４ 数値目標等

指標区分 指標名（単位） 現状 目標 (R11) 現状値の出典

体制整備 地域連携クリティカルパスを導入 6 増加 北海道保健福祉部調査公表

している医療機関（か所） 機関（令和5年4月1日現在）

実施 特定健康診査受診率（％） 49.2 増加 特定健康診査・特定保健指導

件数等 実施結果集計表［北海道国民

特定保健指導実施率（％） 72.5 増加 健康保険団体連合会］

（令和４年度）

住民の健 HbA1c値が6.5以上の者 男性 12.6 減少 NDBオープンデータ

康状態等 の割合（％）（40～74歳） ［厚生労働省］（令和３年）

女性 6.3 減少

５ 数値目標等を達成するために必要な施策
（１）発症予防対策の充実

○ 市町村、保健所及び関係機関が連携して、上川北部圏域のすべての住民がよ

り一層健康に配慮した生活を送れることを目指して、あらゆる機会をとらえて

「上川北部圏域健康づくり事業行動計画」＊１を推進していきます。

○ 道・市町村・医療機関・医師会・医療保険者が連携して情報共有し、糖尿

病を予防するために、上川北部圏域全体での特定健康診査・特定保健指導の充

実に努め、特定健康診査・特定保健指導実施率の向上を推進します。

○ 糖尿病の発症リスクがある者に対しては、医療保険者等と連携して特定保健

指導を実施し、生活習慣の改善が図られるよう支援します。

○ 有所見者への適切な保健指導が実施できるよう、関係職員の資質向上を図る

ための研修会を開催します。

（２）重症化予防等に係る取組の推進

○ 発症予防、初期・安定期治療、専門的治療、急性期合併症治療、慢性合併症

治療の医療機能における医療機関及び関係団体の取組を促進します。

○ 道、市町村及び医療保険者、医療機関及び関係団体は、糖尿病患者に対して

継続治療の必要性等を啓発し、病状の悪化や合併症予防に努めます。

○ 発症予防から専門的治療・慢性合併症治療まで切れ目なく適切な医療が提供

できるよう、「糖尿病連携手帳」（日本糖尿病協会発行）等を用いた地域連携ク

リティカルパスやＩＣＴを活用した地域医療情報連携ネットワークの普及を促

進し、上川北部保健医療福祉圏域連携推進会議等において必要な協議を行い、

患者の受療動向に応じた連携体制の充実を図ります。

○ 国では、「糖尿病性腎症重症化予防プログラム」＊２を平成28年４月に策定し、

糖尿病性腎症重症化予防の取組を強化しており、道においても、平成29年12月

に北海道版のプログラムを策定し、取組の推進を図っています。

上川北部圏域においても令和２年度よりプログラムを策定していますが、圏域内

での効果的な実施のため、かかりつけ医・市町村担当者との連携を推進します。

＊１ 「北海道健康増進計画」の目標を達成するための、上川北部圏域における具体的な事業行動計画。

＊２ 糖尿病が重症化するリスクの高い医療機関未受診者・受診中断者について、関係機関からの適切な受診勧奨、保健指導を行う

ことにより治療に結びつけるとともに、糖尿病性腎症等で通院する患者のうち、重症化するリスクの高い者に対して主治医の判

断により保健指導対象者を選定し、腎不全、人工透析への移行を防止することを目的とする。
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６ 医療機関の具体的名称

（糖尿病医療を担う医療機関の公表基準）

○ 北海道医療機能情報公表システムに基づく、医療機能情報の報告内容から、

次の①から③の項目のいずれかに該当する医療機関

① インスリン療法を行うことができること

② 糖尿病患者教育（食事療法・運動療法・自己血糖測定）を行うことが

できること

③ 糖尿病による合併症に対する継続的な管理及び指導を行うことができ

ること

（医療機関名）

（令和５年４月１日現在）

第 三 次 第 二 次
市区町村 医療機関名

該当項目

医 療 圏 医 療 圏 ① ② ③

道 北 上川北部 士 別 市 士別市立多寄医院 ○ ○ ○

士別市立あさひクリニック ○ ○

士別市立上士別医院 ○ ○ ○

士別市立病院 ○ ○ ○

しべつ内科クリニック ○ ○ ○

道北クリニック ○ ○ ○

船津医院 ○ ○ ○

名 寄 市 名寄市立総合病院 ○ ○ ○

医療法人社団 たに内科クリニック ○ ○ ○

名寄市風連国民健康保険診療所 ○ ○ ○

医療法人社団三愛会 名寄三愛病院 ○ ○

名寄東病院 ○ ○ ○

和 寒 町 国民健康保険和寒町立診療所 ○ ○ ○

剣 淵 町 国民健康保険剣淵町立診療所 ○

下 川 町 町立下川病院 ○ ○ ○

美 深 町 JA北海道厚生連 美深厚生病院 ○ ○

音威子府村 音威子府村立診療所 ○ ○ ○

中 川 町 中川町立診療所 ○ ○ ○

７ 歯科医療機関（病院歯科、歯科診療所）の役割

○ 歯周病と糖尿病は相互に影響を及ぼし、歯周病治療で血糖値が改善すると示

唆されていることから、地域連携クリティカルパスの活用など医療機関と相互

の情報共有を図るとともに、適切な歯科医療の提供に努めます。

○ 糖尿病合併症予防に当たっては、口腔機能及び口腔衛生の維持・管理が重要

であることから、糖尿病患者の教育入院や糖尿病教室を実施する医療機関にお

いて、歯科医療従事者が歯科保健指導や歯科健康教育を行うなど、医科歯科連

携による療養支援体制の構築を目指します。
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○ 難治性の歯周病患者に対し、糖尿病に伴う易感染状態を疑い、糖尿病・内分

泌専門医療を担う適切な医療機関へ紹介するよう努めます。

８ 薬局の役割

○ 糖尿病の治療継続や重症化の防止のためには、患者が薬物治療について正し

く理解し、適切に服薬等を行うことが重要であることから、薬局において、薬

学的管理（薬剤服用歴の管理、服薬状況や副作用の把握等）を行うとともに、

患者への適切な服薬指導などに努めます。

○ 在宅患者に対しては、薬局において、医療機関や訪問看護事業所等と連携し、

．薬学的管理のもと、訪問による患者への適切な服薬指導などに努める

とともに、在宅医療に必要な医薬品や医療・衛生材料等の供給に努めます。

９ 訪問看護事業所の役割

○ 高血圧等の危険因子を有する利用者に対し、薬の管理や食事（減塩、脂質、

カロリー制限の継続）、血圧など全身状態の観察を定期的に行うとともに、適

切な受診を促し、発症予防及び再発予防に努めます。

○ 糖尿病及び合併症の治療やそれに伴う諸症状について、適切な療養行動を維

持できるよう患者・家族を支援し、生活の質の向上に努めます。

○ 糖尿病の重症化予防や口腔ケア・フットケアなどによる合併症の予防や早期

発見、急性増悪時の対応について、患者・家族及び支援関係者と平常時から連

携を促進します。



- 52 -

第２章 ５疾病・６事業及び在宅医療のそれぞれに係る医療連携の推進

第５節 精神疾患の医療連携体制

１ 現 状

○ 上川北部圏域における精神障害者保健福祉手帳、自立支援医療の申請などによ

る精神障害者保健所把握数は、令和５年３月31日現在で2,633人となっています。

○ 主な疾患別では、「統合失調症」、「気分（感情）障害（躁うつ病を含む。）」や

「神経症性障害」が多くなっております。

【名寄保健所精神障害者数把握状況】 （単位：人）

病 類 内 訳 令和元年度＊１ 令和４年度＊２

統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害 682 703

気分（感情）障害（躁うつ病を含む。） 738 795

神経症性障害 267 299

アルツハイマー病型認知症 115 122

血管性認知症 22 22

その他の器質性精神障害 114 121

アルコール使用による精神及び行動の障害 54 61

その他の精神作用物質使用による精神及び行動の障害 13 14

てんかん 229 237

＊1 保健所把握精神障害者状況調査 令和 2年 3月31日現在数

＊2 保健所把握精神障害者状況調査 令和 5年 3月31日現在数

○ 令和４年度末の自立支援医療受給者数は1,179人、精神障害者保健福祉手帳所

持者数は449人となっています。

○ 上川北部圏域の精神科を標榜する病院・診療所数は３か所（精神科病床を有す

る病院は１か所）となっています。

○ 精神疾患は症状が多彩で自覚しにくいことや、疾患や医療機関に関する情報が

得にくいことなどから、精神科医療機関への早期のアクセスが難しい傾向にあり

ます。

○ 令和４年度に保健所が受理した精神保健相談は、120件となっています。

○ 令和２年の患者調査によると、令和２年９月（調査実施対象期間）に退院した、

住所地が上川北部圏域である精神及び行動障害患者の平均在院日数は、38.2日で

す。

○ 上川北部圏域における精神科デイケアの提供医療機関は、１か所あります。

○ 10事業所がグループホームを運営していますが、退院後の住まいの場の確保が

困難な場合があります。

○ 退院後の生活を支える社会資源は充実してきていますが、地域により差があり

ます。

○ 上川北部圏域においては、広域かつ積雪寒冷といった特性により定期的な通院

が困難な場合が見られます。また、北海道が実施した「北海道在院患者調査」に

よると、地域移行・地域定着が進まない要因として「退院後の住居の確保」「家

族の協力が得られない」等が挙げられています。

【統合失調症】

○ 上川北部圏域では、抗精神特定薬剤治療指導管理料（治療抵抗性統合失調症治

療指導）の実施医療機関は１か所となっています。
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【うつ病・躁うつ病】

○ うつ病は身体症状が出ることも多く、精神科を受診する前に内科等のかかりつ

け医を受診することが多くなっています。

【認知症】

○ 上川北部圏域の高齢化率は38.1％（R5.1.1現在）と高く、高齢者の単身世帯、

高齢者のみの夫婦世帯が増加しています。

○ 認知症に関する鑑別診断や専門医療相談等を行う「認知症疾患医療センター」

は上川北部圏域に１医療機関指定（R2.4月）されており、早期診断や地域の介護

関係機関等との連携を推進しています。

【児童・思春期精神疾患】

○ 上川北部圏域では、心の問題をもつ子どもとその家族が身近な地域で専門的診

療を受けられる体制が不足しています。

○ 児童・思春期精神疾患については、小児科医を受診することも多くなっていま

す。

【発達障がい】

○ 発達障がいは、早期に療育を開始し、基本的な生活習慣の習得等に配慮する必

要があるが、成人期になってから発達障がいがあると診断された人については、

児童・思春期に必要な療育や支援を受けた経験がない、あるいはこれまでに適切

な医療にアクセスできないといったことから、対人関係の問題など日常生活及び

社会生活を送る上で困難を抱えている場合があります。

○ 日常生活や職場での困難が発達障がいによるものであると気付かれず、必要な

福祉支援や医療支援を受けられずにいる場合が少なくありません。

【依存症】

○ アルコール・薬物・ギャンブル等の依存症については、地域に専門医療機関や

自助グループが少ないことなどから、継続的な支援が困難な状況が見られます。

○ 上川北部圏域には、依存症専門医療機関及び依存症治療拠点機関はありません。

【外傷後ストレス障害（PTSD）】

○ ＰＴＳＤは、災害・犯罪・事故等により被害を受けた被災者や被害者、その遺

族等が、身体被害の有無に関わらず、精神的被害を受けることが原因となって発

症するものであり、持続的な重い精神的後遺症が残ることもあります。

【高次脳機能障がい】

○ 高次脳機能障がいとは、病気（脳血管疾患、低酸素脳症、脳腫瘍等）や交通事

故などによる脳外傷等の要因により脳に損傷をきたしたために生じる記憶障害や

注意障害、遂行機能障害、社会的行動障害を指します。高次脳機能障がいは外見

では分かりにくく、本人や周囲の者が障がいを認識しづらい場合が多いことなど

から、適切な医療や支援を受けにくい場合があります。

【摂食障害】

○ 摂食障害は、潜在患者は多いものと推定されているにもかかわらず、専門的な

第２章 ５疾病・６事業及び在宅医療のそれぞれに係る医療連携体制の推進
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医療につながるまでに長期間が経過することによって、重症化してしまうことも

少なくありません。

【てんかん】

○ てんかんの有病率は、約0.8％と推定されており、発達期だけではなく、老年

期にも発症し、認知症等と合併することも知られています。

○ てんかんは、小児科、神経内科、脳神経外科など精神科以外の診療科でも多く

の患者が受診しています。

【精神科救急・身体合併症】
○ 上川北部圏域の精神科病院は、遠隔地域支援病院として道北ブロック精神科救

急医療体制整備事業に参画し、休日・夜間の精神科救急医療体制の確保に努めて

います。

○ 上川北部圏域の精神科病院は、夜間休日における緊急時の医療体制の確保に努

めています。

○ 上川北部圏域では、２か所の病院が、身体合併症救急医療機関の指定を受けて

います。

【自殺対策】

○ 自殺は、その多くが追い込まれた末の死であり、自殺の背景には、うつ病をは

じめとする精神疾患が関連することが多いと言われています。上川北部圏域にお

ける令和３年の自殺死亡率は、全道の死亡率より高くなっています。

【人口10万人当たりの死亡率】

区 分 北 海 道 上川北部圏域

自殺死亡率 17.5 20.2

＊厚生労働省「令和３年人口動態調査」

【災害精神医療】

○ 道では、災害等が発生した場合に、被災地域からの要請などに基づき、災害派

遣精神医療チーム（DPAT）を派遣し、精神保健活動の支援等を行っており、令和

２年には、ＤＰＡＴの円滑な活動等に資するため、「北海道ＤＰＡＴ活動マニュ

アル」を策定しました。

【医療観察法における対象者への医療】

○ 心神喪失者等医療観察法＊１による入院処遇とされた者の治療を行う「指定入

院医療機関」は道内で１か所整備されています。

○ 退院決定または通院決定を受けた方が必要な医療を受ける「指定通院医療機関」

は、上川北部圏域においては１病院が指定されています。

＊１ 心身喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律：心身喪失等の状態で重大な他害行為を行った

者に対し、継続的かつ適切な医療並びにその確保のために必要な観察及び指導を行うことによって、その病状の改善及びこれに

伴う同様の行為の再発防止を図り、社会復帰を促進することを目的とする。

第２章 ５疾病・６事業及び在宅医療のそれぞれに係る医療連携体制の推進
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２ 課 題
○ 精神科医療機関とかかりつけ医との連携により、精神疾患が疑われる者への受

診勧奨の取組が必要です。

○ 地域住民の精神障がい者に対する理解促進及び適切な初期支援＊１の実施に資

するよう、精神疾患に関する知識の普及・啓発を行う必要があります。

○ 精神科医療を必要としている者とその家族（ケアラー等＊２含む）への相談支

援の充実のため、住民にとって身近な市町村における相談機能の強化に努める必

要があります。

○ 精神科医療機関の受診を必要とする者が早期に受診できるよう、精神科医療体

制の確保の取組が必要です。

○ 身近な地域で良好な療養環境の下、外来や訪問、入院医療等の適切な精神科医

療が提供される体制づくりが必要です。

また、精神病床における隔離・身体的拘束の最小化に向けた取組や虐待の防止

に係る取組が求められています。

○ 医療機関と地域の相談支援事業所や障害福祉サービス事業者が連携し、できる

だけ地域で生活が送れるよう地域定着を支援することが必要です。

○ 日中活動の場や退院後の住まいなど生活の場の確保、復職・就職への支援など

の社会復帰へ向けた環境整備が必要です。

【統合失調症】

○ 新規入院患者の入院長期化の防止や長期入院患者の退院を促進するため、精神

科医、看護師、薬剤師、精神保健福祉士、作業療法士等からなる多職種チームに

よる診療計画の作成や退院後の訪問看護、外来治療継続の支援など地域移行に向

けた支援が必要です。

○ 圏域内の医療機関における連携体制の構築や精神科リハビリテーションを始め

とする予防的アプローチの充実などが必要です。

【うつ病・躁うつ病】

○ 内科等かかりつけ医や産業医との連携を推進し、精神科医療へのアクセスを促

す取組が必要です。

○ 患者のニーズや病状に応じて、地域の就労支援事業所、障害者就業・生活支援

センター等の関係機関と連携した就労支援・復職支援の取組が必要です。また、

事業主を始めとした職域関係者に対し、うつ病の正しい知識の普及を図っていく

ことが必要です。

＊１ 初期支援：心の健康問題を抱える人に対して、専門家の支援の前に身近な人によって提供される応急処置のことをいう。

＊２ ケアラー等：高齢、障がい、疾病その他の理由により援助を必要とする家族、友人その他の身近な人に対し、無償で介護、看

護、日常生活上の世話その他の援助を提供する者をいう。ケアラーのうち、18歳未満の者をヤングケアラーという。（以下、第３

章第５節の本文における「家族」の表記には、ケアラー等を含むものとする。）
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【認知症】

○ 早期発見・早期対応が行えるよう、かかりつけ医や認知症初期集中支援チーム、

認知症疾患医療センター等の更なる質の向上や連携の強化が求められています。

また、認知症の人に対する相談・診断等の対応を効果的に提供するためには、

かかりつけ医や地域の相談拠点と専門医療機関が連携した体制の構築が必要であ

り、これらの体制が円滑に機能するための中心となる役割が期待される認知症疾

患医療センターは、上川北部圏域に１か所あります。

○ 認知症の人が、それぞれの状況に応じた適切な医療や介護サービスを受けられ

るよう、医療従事者や介護従事者に対する認知症ケアの質の向上を図る取組が必

要です。

【児童・思春期精神疾患】

○ 児童・思春期に特有の疾患に関する正しい理解と対応について、地域の保健・

医療・福祉・教育関係者に対する学習機会の確保が必要です。

○ 適切な養育と子どもの健康な発達との関連について、幅広く啓発することが必

要です。

○ 乳幼児健診は、発達障がい等子どもの心の問題の早期発見にも資する機会であ

ることから、市町村からの受診勧奨を徹底するとともに、健診担当部局と医療機

関・保健所等の関係機関が連携した健診後の保健指導や相談支援などの取組が重

要です。

○ 心の診療を必要とする子どもの入院治療機能を持つ医療機関の確保など、子ど

もの心の診療体制の整備に向けた取組が求められています。

【発達障がい】

○ 発達障がいの特性等に関する理解と対応について、医師をはじめ、地域の保健

・医療・福祉・教育関係者に対する学習機会の確保が必要です。

○ 発達障がいがある人については、児童・思春期から成年期にかけて、ライフス

テージに沿って保健・医療・福祉・教育等の関係機関が連携を図り、切れ目のな

い一貫した支援を提供する体制の構築を図ることが必要です。

○ 発達障がいを背景とする不安障害等の二次障がいを防ぐためにも、的確な早期

診断と適切な療育的支援、医療的支援が必要です。

【依存症】

○ 依存症対策の専門的支援に係る地域の相談支援体制を整備し、必要に応じて適

切な医療につなげるなどの取組が必要です。

○ アルコール依存症については、治療を行う医療機関と内科等のかかりつけ医や

産業医等の連携が十分でないため、重症化してから治療につながる傾向もあり、

医療機関や関係機関との連携強化が必要です。

○ 近年は、オンラインによるギャンブルが身近となっている社会環境の変化から

「オンラインによるギャンブル」の特徴やリスクについて理解できるような普及

啓発が必要です。

【外傷後ストレス障害（PTSD）】

○ 被災者や犯罪被害者等が心理的外傷その他災害や犯罪などにより心身に受けた

影響から回復できるようにするため、精神的・身体的被害に対する保健・医療・
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福祉サービスの充実を図ることや専門性の高い者の人材育成が必要です。

【高次脳機能障がい】

○ 高次脳機能障がいに関する知識の普及を図るとともに、地域での相談窓口や利

用可能な支援制度などの周知を図ることが必要です。また、地域の医療機関にお

ける高次脳機能障がいの診療体制の充実を図ることが必要です。

【摂食障害】

○ プライマリケアを担う医療機関、小児科医、内科医等への摂食障害に関する普

及啓発を進め、早期発見、適切な治療につなげることが必要です。また、地域に

おける診療連携体制の構築が必要です。

【てんかん】

○ 未治療のてんかん患者やその家族に対し、てんかんに関する知識の普及啓発等

を通じ、適切な治療につなげることが必要です。

○ 老年期に発症するてんかんに関し、医療関係者等への理解の促進が必要です。

【精神科救急・身体合併症】

○ 休日や夜間を含め、24時間365日、精神科救急患者や身体疾患を合併した患者

等の状態に応じて適切な医療を提供できる体制の確保が必要です。

○ 新興感染症の発生及びまん延に備え、新型コロナウイルス感染症をはじめとし

た新興感染症への対応の検討が必要です。

○ 夜間休日の救急医療を行っている圏域の遠隔地域支援病院に対する運営支援と

診療体制の充実が必要です。

○ 身体合併症患者の受入れや自殺企図者の身体的処置終了後の精神科医による事

後対応等、一般救急との連携体制の構築が必要です。

【自殺対策】

○ 地域における自殺予防対策の推進に当たっては、自殺対策の専門的支援に係る

地域の相談支援体制を整備し、必要に応じて適切な医療につなげるなどの取組が

必要です。

○ 医療機関と保健所・市町村及び自殺対策に取り組む民間団体等が連携し、自殺

未遂者へ自殺再企図防止のための支援や住民に対する啓発を行うほか、地域間の

取組の格差を是正する取組など、自殺対策に社会全体で取組んでいくことが必要

です。

○ 子ども・若者、女性の自殺対策の強化など総合的な自殺対策の更なる推進が必

要です。

【災害精神医療】

○ 災害発生等に備え、ＤＰＡＴの受入れ等、災害時の精神科医療及び精神保健活

動に係る支援体制の検討が必要です。

○ 新興感染症の発生及びまん延に備え、北海道ＤＰＡＴにおける新型コロナウイ

ルス感染症を含めた新興感染症への対応の検討が必要です。

【医療観察法における対象者への医療】

○ 対象となった者のニーズに応じた保健福祉サービスの活用等、地域処遇におけ
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る指定通院医療機関と連携した支援が必要です。

３ 必要な医療機能

【地域精神科医療提供機能】

○ 患者本位の精神科医療を提供すること

○ ＩＣＦ（国際生活機能分類）＊の基本的な考え方を踏まえながら多職種協働に

よる支援を提供すること

○ 地域の保健・医療・福祉・介護の関係機関との連携・協力を行うこと

【地域連携拠点機能】

○ 患者本位の精神科医療を提供すること

○ ＩＣＦの基本的な考え方を踏まえながら多職種協働による支援を提供すること

○ 地域の保健・医療・福祉・介護の関係機関との連携・協力を行うこと

○ 医療連携の地域拠点の役割を果たすこと

○ 情報収集発信の地域拠点の役割を果たすこと

○ 人材育成の地域拠点の役割を果たすこと

○ 地域精神科提供機能を支援する役割を果たすこと

＊ ICF（国際生活機能分類）：人が生きていくための機能全体を「生活機能」としてとらえる。「生活機能」は、①体の働きや精神

の働きである「心身機能」、②ADL・家事・職業能力や屋外歩行といった生活行為全般である「活動」、③家庭や社会生活で役割を

多様な精神疾患等（15領域）
都道府県連携拠点機能を担う医療機関

地域連携拠点機能を担う医療機関

地域精神科医療提供機能を担う医療機関

患 者

保健所

精神保健福祉センター

統合失調症

うつ病・躁うつ病

認知症

児童・思春期精神疾患

発達障がい

外傷後ストレス障害（ＰＴＳＤ）

高次脳機能障がい

摂食障害

てんかん

精神科救急

身体合併症

自殺対策

災害精神医療

医療観察法

□役割
・医療連携、情報収集発信及び人材育成の都道府県拠点
・地域連携拠点機能支援

□役割
・医療連携、情報収集発信及び人材育成の地域拠点
・地域精神科医療提供機能支援

□役割
・医療連携、情報収集発信及び人材育成への参画
・地域精神科専門医療の提供

精神疾患の医療連携体制

市町村その他の医療機関

本庁

受診、相談 連携 協議の場

依存症
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果たすことである「参加」の３つの要素から構成される。

【都道府県連携拠点機能】

○ 患者本位の精神科医療を提供すること

○ ＩＣＦの基本的な考え方を踏まえながら多職種協働による支援を提供すること

○ 地域の保健・医療・福祉・介護の関係機関との連携・協力を行うこと

○ 医療連携の地域拠点の役割を果たすこと

○ 情報収集発信の地域拠点の役割を果たすこと

○ 人材育成の地域拠点の役割を果たすこと

○ 地域連携拠点機能を支援する役割を果たすこと

４ 数値目標等

指標名（単位） 現状値 目標 現状値の出典（年次）

認知症疾患医療センター(地域 上川北部 現状維持 北海道保健福祉部調査（令和５年

型・連携型)の整備数（か所）＊１ １ ４月時点）

慢性期入院患者数（65歳以上） ３ 現状維持 厚生労働省精神保健福祉資料（令

人＊２ 和４年度）

慢性期入院患者数（65歳未満） ４ 現状維持 厚生労働省精神保健福祉資料（令

人＊２ 和４年度）

精神病床から退院後の１年以内 330.1 現状維持 厚生労働省精神保健福祉資料（令

の地域における平均生活日数 （全道値） 以上 和４年度）

（地域平均生活日数）（日）＊３

＊１ 第二次医療圏ごとに設置

＊２ 「ほっかいどう障がい福祉プラン」で設定した目標値を用いる項目は、計画間の整合を図り令和８年度を目標年次とし、令和

９年度以降の目標値は達成状況等を考慮し別途決定

＊３ 第二次医療圏別数値の集計・公表はされておらず、把握（算出）が困難

５ 数値目標等を達成するために必要な施策

○ 一般科医療機関から適切に精神科医療機関につなげるため、道などが主催する

内科医等かかりつけ医を対象とした研修等の受講を働きかけ、連携体制の構築を

促進します。

○ 保健所や市町村等地域において相談支援に従事する職員が、北海道立精神保健

福祉センター等が主催する研修会に参加することにより、自殺対策、ひきこもり、

依存症等に対する支援技術の向上を図ります。

○ 一般科医療機関に勤務するコメディカルスタッフや地域の相談機関職員等を対

象とした適切な精神科医療へのつなぎ等、連携方法習得のための研修会の受講を

働きかけ、連携を推進します。

○ 「精神障がいにも対応した地域包括ケアシステム」の構築に向けて、地域住民

の精神障がい者に対する理解促進及び適切な初期支援の実施に向けて、普及・啓

発に取り組むほか、精神障がいがある人やその家族が、地域の一員として安心し

て自分らしい暮らしをすることができるよう、既に圏域ごとに設置している保健

・医療・福祉関係者による協議の場を市町村ごとにも設置できるよう、広域での

調整に努め、重層的な連携による支援体制を構築します。

○ 精神科病院に入院している者の退院を促進するため、地域の相談支援事業所や

ピアサポーター、医療機関等と連携し、長期入院患者の地域移行・地域定着の支
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援を推進します。

○ 長期入院等の後に退院した者や治療中断者等の地域生活の支援のために、アウ

トリーチ支援を実施するなど、地域における支援体制の構築を促進します。

○ 患者の療養環境の改善や社会生活機能の回復に資するため、精神病床における

隔離・身体的拘束の最小化や虐待防止の取組を推進します。

○ 市町村などと連携し、「ほっかいどう障がい福祉プラン」に基づき、グループ

ホームや就労支援事業所等日中活動の場の整備を促進します。

【統合失調症】

○ 治療抵抗性統合失調症治療薬が必要な時に必要な場所で受けられるよう、医療

機関における連携体制の構築を推進します。

【うつ病・躁うつ病】

○ うつ病の診療知識の普及や精神科専門医との連携を推進するため、内科医等か

かりつけ医を対象とした研修会の受講を働きかけます。

○ 精神障がいの特性や疾患の状態に応じた就労支援を推進するため、関係機関、

団体の連携により就業面と生活面における一体的な支援に努めます。

【認知症】

○ 認知症の人に対して本人の意思をできるだけくみ取り、それを踏まえた医療や

看護等が提供されるよう、医師を始め歯科医師や薬剤師、看護職員など、多職種

の医療従事者向けの研修受講を働きかけます。

○ 認知症ケアの質の向上を図るため、介護従事者向けの認知症に関する専門的な

知識・技術を習得するための研修受講や、認知症初期集中支援チームの質の向上

を図るための研修受講を働きかけます。

○ 地域の認知症に関する医療提供体制の中核となる、認知症疾患医療センターと

ともに、地域における認知症の早期発見・診療体制を強化するため認知症サポー

障がい福祉・介護
■地域生活支援拠点
■障がい福祉サービス
■介護保険サービス

住まい

社会参加
地域の助け合い
普及啓発

医療

様々な相談窓口

精神障がいにも対応した地域包括ケアシステムの構築（イメージ）

バックアップ

市町村ごとの保健・医療・福祉関係者等による協議の場、市町村

バックアップ

障がい保健福祉圏域ごとの保健・医療・福祉関係者等による協議の場、保健所

都道府県ごとの保健・医療・福祉関係者による協議の場、都道府県本庁・精神保健福祉センター・発達障害者支援センター

バックアップ

圏域の考え方

障がい保健福祉圏域

基本圏域（市町村）

日常生活圏域
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ト医やかかりつけ医等との連携強化を図ります。

【児童・思春期精神疾患】

○ 心の問題の発見後、適切な療育や子育てに対する不安の解消などの支援につな

げられるよう、研修等により相談支援業務に関わる職員の資質向上を図ります。

○ 小児科医や看護職員による児童精神疾患への対応や必要に応じた専門医との連

携、家庭や学校関係者、児童相談所、医師・看護師・精神保健福祉士の連携が適

切に図られるよう、子どもの心の診療体制の充実を図ります。

○ 心の問題を持つ子どもとその家族が身近な地域で適切な医療的相談や診療の支

援を受けることができるよう、保健・医療・福祉・教育等の関係機関のネットワ

ークを構築し、連携を図ります。

【発達障がい】

○ 市町村が行う乳幼児健診において、発達障がいの早期発見を行うとともに、子

どもの適切な成長・発達を促すため、健診後の保健指導や相談支援の取組を充実

させます。

○ 発達障がいがある人やその家族等を適切な支援につなげられるよう、保健福祉

に関わる関係者に対し、道が実施する研修の受講を働きかけるなど発達障がいに

関する専門性向上を図ります。

○ 発達障がいがある人やその家族等が速やかに医療機関を利用できるよう、ホー

ムページを活用するなど医療機関に関する情報の提供に努めます。

○ 発達障がいがある人が身近な地域において適切な診療を受け、また、その家族

が適切な療育的相談、医療的相談ができるよう、市町村における包括的な子ども

発達支援体制の整備を支援するほか、地域の保健・医療・福祉・教育等の関係機

関のネットワークを構築し、ライフステージに応じた切れ目のない支援のための

連携の促進を図ります。

【依存症】

○ 依存症に関する知識を普及し、当事者・家族を身近な地域で支援することがで

きるよう、地域住民に対する啓発や自助グループの支援を行うなど依存症支援体

制の構築を促進します。

○ 「第２期北海道アルコール健康障害対策推進計画」及び「第２期北海道ギャン

ブル等依存症対策推進計画」に基づき、予防及び相談から治療回復支援に至る切

れ目のない支援体制を整備します。

○ 「オンラインによるギャンブル」の特徴やリスクについて理解できるよう普及

啓発に努めます。

【外傷後ストレス障害（PTSD）】

○ ＰＴＳＤの当事者が適切な支援を受けられるよう、ホームページを活用するな

ど相談窓口や医療機関に関する情報提供に努めます。

○ 医療機関や地域の保健医療福祉関係者等に対し、精神保健福祉センター等が実

施するＰＴＳＤ対策に係る研修の受講を働きかけるなど、啓発と支援技術育成に

努めます。

【高次脳機能障害】
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○ 高次脳機能障がいの当事者・家族が身近な地域で支援を受けられるよう、保健

所における相談機能の強化や相談窓口の周知を図るとともに、地域において高次

脳機能障がいの診断等が可能となるよう、医療関係者等を対象とする研修の受講

を働きかけるなど、支援及び診療体制の充実を図ります。

【摂食障害】

○ プライマリケアを担う医療機関、小児科医、内科医等への摂食障害に関する普

及啓発を進めます。

○ 摂食障害の当事者・家族等が速やかに医療機関を利用できるよう、ホームペー

ジを活用するなど医療機関に関する情報の提供に努めます。

【てんかん】

○ 未治療のてんかん患者やその家族に対し、てんかんに関する知識の普及啓発等

に取り組みます。

○ 老年期に発症するてんかんに関して医療関係者等への理解の促進に取り組みま

す。

【精神科救急・身体合併症】

○ 休日・夜間の緊急の相談や救急医療を必要とする方に対応することができるよ

う精神科救急医療体制の充実に努めます。

○ 遠隔地域支援病院の活用により、円滑な精神科救急患者の受入れを図ります。

○ 身体合併症を有する救急患者への対応が円滑に行われるよう、一般救急を担う

医療機関や身体科と精神科との連携を図ります。

○ 精神科救急医療体制整備事業において、新型コロナウイルス感染症をはじめと

した新興感染症への対応に係る検討を進めます。

【自殺対策】

○ 保健・医療・福祉・労働・教育等の関係機関から構成される「上川北部地域自

殺対策連絡会議」の構成機関・団体と連携し、地域における人材養成や相談体制

の確保等総合的な自殺対策を推進します。

○ 自殺未遂者への自殺再企図防止のための支援に向けた取組を推進します。

○ 子ども・若者や女性の自殺対策の一環として、日常的な連絡手段としてＳＮＳ

が用いられている現状に鑑み、多様な相談ニーズに対応するため、ＳＮＳを活用

した相談を紹介するなど、必要に応じて関係機関と連携し、必要な支援につない

でいきます。

【災害精神医療】

○ ＤＰＡＴ構成員の資質向上のための研修の受講について働きかけます。

【医療観察法における対象者への医療】

○ 医療観察法による通院決定、退院決定を受けた者を対象として実施される「地

域社会における処遇」において、生活に必要な支援が円滑に提供されるよう、指

定通院医療機関、保護観察所、市町村及び相談支援機関等の関係機関と連携して

取り組みます。
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６ 医療機関等の具体的名称

（精神疾患の医療を担う医療機関の公表基準）

○ 各精神疾患に係る医療提供が可能であって、公表に同意を得た医療機関

【医療機関一覧】

・本庁公表データは、令和３年４月１日現在のもの

・なお、最新のデータは、北海道のホーページに掲載されています。

（医療機関名）

７ 歯科医療機関（病院歯科、歯科診療所）の役割

認知症高齢者等では、歯の痛み、歯周病や口内炎等の炎症に伴う痛み、義歯の

不具合等の問題により、BPSD（認知症に伴う行動障害・精神症状）を引き起こす

可能性があることから、適切な歯科医療の提供や口腔衛生管理、口腔機能管理に

努めます。

また、認知症要介護高齢者等に対しては、歯科医療従事者と介護職等が連携し

て食事の観察やカンファレンスなど、口から食べる楽しみの支援を行います。

８ 薬局の役割

○ 精神疾患に対する一層の理解を深めるため、精神科医療に関する研修会に薬局

薬剤師が積極的に参加するとともに、薬局において、睡眠改善薬などの市販薬の

販売時や相談の機会を通じて、適切な医療が必要と考えられる者に対し、受診勧

奨を行うほか、専門医療機関や相談機関の紹介に努めます。

○ 向精神薬等の過量服用や薬物依存を未然に防ぐためには、患者が薬物治療につ

いて正しく理解し、適切に服薬などを行うことが重要であることから、薬局にお

いて、薬剤服用歴の管理、服薬状況や副作用の把握等の薬学的管理を行うととも

に、患者への適切な服薬指導などに努めます。

９ 訪問看護事業所の役割

○ 主治医や医療機関の看護師等と連携し、在宅療養環境の整備に努めます。

○ 在宅療養中の精神疾患及びその治療に伴う諸症状を把握し、服薬やリハビリテ
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ーション等の適切な療養行動を維持できるよう患者・家族を支援し、生活の質（Q

OL）の向上を目指します。

○ 在宅療養中の病気や障がいの状況に合わせ、生活リズムの安定、社会活動や交

流における対人関係の調整を支援するとともに、地域住民及び保健・医療・福祉

等関係者の連携に努めます。

○ 認知症患者の行動・心理症状や生活障害に応じた看護を提供するとともに、家

族等の支援や安全に在宅療養生活を送ることができる環境整備に努め、多職種と

も連携し、生活の質（QOL）の向上を目指します。

第２章 ５疾病・６事業及び在宅医療のそれぞれに係る医療連携体制の推進


